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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局において８個以下のアンテナポートに対する参照信号を伝送する方法であって、
前記方法は、
　第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームにおいて４個以下
のアンテナポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）を伝送することであって、前記ダウン
リンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を有し、前記拡
張されたＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１２個の直交周波数分割多重化（Ｏ
ＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始する、ことと、
　前記８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
伝送することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳは、所定のパターンに従って前記ダウンリンク
サブフレーム上にマッピングされている、ことと
　を含み、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが前記ダ
ウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる
ことを定義し、前記ＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンで定義される前記２個のＯ
ＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８であり、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、方法。
【請求項２】
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　前記ＣＲＳが４個のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに対す
る前記所定のパターンが使用されない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記２個以下のアンテナポートに対するＣＲＳは、ＯＦＤＭシンボルインデックス０、
３、６及び９上にマッピングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、一つ
のリソースブロック対において、前記２個のＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の
副搬送波位置のうちの一つ以上にマッピングされることを定義し、
　前記所定のパターンで定義される前記４個の副搬送波位置は、「ｎ」番目の副搬送波イ
ンデックス、「ｎ＋ｋ」番目の副搬送波インデックス、「ｎ＋２ｋ」番目の副搬送波イン
デックス、及び「ｎ＋３ｋ」番目の副搬送波インデックスを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　ｋ＝３である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記所定のパターンで定義される前記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグループ
別に１個の副搬送波だけシフトされる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、または副搬送波
インデックス１、４、７及び１０、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であ
る、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、前記一つのリソースブロック対内
の８個のリソース要素上にマッピングされる、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記一つのリソースブロック対は、１２個のＯＦＤＭシンボル及び１２個の副搬送波と
して定義される、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　２個または４個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンは
、前記８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンの部分集
合である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、２個のアンテナポートに対す
るＣＳＩ－ＲＳが一つのグループを構成するように総４個のグループに分けられ、
　前記４個のグループのそれぞれの２個のアンテナに対するＣＳＩ－ＲＳは、前記２個の
ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置においてコード分割多重化（ＣＤＭ）方式を用
いて多重化され、
　前記４個のグループは、異なる副搬送波位置において周波数分割多重化（ＦＤＭ）方式
を用いて多重化される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザー機器において基地局からの８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情
報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を用いてチャネルを推定する方法であって、前記方法は、
　第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームにおいて、４個以
下のアンテナポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）と前記８個以下のアンテナポートに
対するＣＳＩ－ＲＳとを受信することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳは、所定のパターンに
従って前記ダウンリンクサブフレーム上にマッピングされている、ことと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳを用いて前記チャネルを推定することと
　を含み、
　前記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を
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有し、前記拡張されたＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１２個の直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し
、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが前記ダ
ウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる
ことを定義し、前記ＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンで定義される前記２個のＯ
ＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８であり、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、方法。
【請求項１３】
　８個以下のアンテナポートに対する参照信号（ＲＳ）を伝送する基地局であって、前記
基地局は、
　ユーザー機器からアップリンク信号を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記ユーザー機器にダウンリンク信号を伝送するように構成された伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記基地局を制御するように構成さ
れたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレー
ムにおいて４個以下のアンテナポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）を伝送することと
、前記８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
伝送することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳが、所定のパターンに従って前記ダウンリンク
サブフレーム上にマッピングされている、こととを行うようにさらに構成されており、
　前記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を
有し、前記拡張されたＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１２個の直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し
、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが前記ダ
ウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる
ことを定義し、前記ＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンで定義される前記２個のＯ
ＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８であり、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、基地局。
【請求項１４】
　基地局からの８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－
ＲＳ）を用いてチャネルを推定するユーザー機器であって、前記ユーザー機器は、
　前記基地局からダウンリンク信号を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記基地局にアップリンク信号を伝送するように構成された伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記ユーザー機器を制御するように
構成されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレー
ムにおいて、４個以下のアンテナポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）と、前記８個以
下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳとを受信することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳ
が、所定のパターンに従って前記ダウンリンクサブフレーム上にマッピングされている、
ことと、前記ＣＳＩ－ＲＳを用いて前記チャネルを推定することとを行うようにさらに構
成されており、
　前記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を
有し、前記拡張されたＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１２個の直交周波数分
割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し
、
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　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが前記ダ
ウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる
ことを定義し、前記ＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンで定義される前記２個のＯ
ＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８であり、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、ユーザー機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の説明は、無線通信システムに係り、特に、多重アンテナを支援する無線通信シス
テムにおいてダウンリンク参照信号を伝送する方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多重入出力（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩ
ＭＯ）システムとは、多重送信アンテナと多重受信アンテナを用いてデータの送受信効率
を向上させるシステムのことをいう。ＭＩＭＯ技術には、空間ダイバーシティ（Ｓｐａｔ
ｉａｌ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）手法と空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）手法とがある。空間ダイバーシティ手法は、ダイバーシティ利得（ｇａｉｎ）を
用いて伝送信頼度（ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ）を高めたりセル半径を広げることができる
ため、高速で移動する端末に対するデータ伝送に適している。空間多重化手法は、互いに
異なるデータを同時に伝送することによって、システムの帯域幅を増加させることなくデ
ータ転送率を増大させることができる。
【０００３】
　ＭＩＭＯシステムでは、それぞれの送信アンテナごとに独立したデータチャネルを有す
る。送信アンテナは、仮想アンテナ（ｖｉｒｔｕａｌ　ａｎｔｅｎｎａ）または物理アン
テナ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｎｔｅｎｎａ）を意味することができる。受信機は、送信ア
ンテナのそれぞれに対してチャネルを推定して、各送信アンテナから送信されるデータを
受信する。チャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）とは、フェーディン
グ（ｆａｄｉｎｇ）に起因する信号の歪みを補償することによって、受信された信号を復
元する過程のことをいう。ここでいうフェーディングは、無線通信システム環境で多重経
路（ｍｕｌｔｉ　ｐａｔｈ）－時間遅延（ｔｉｍｅ　ｄｅｌａｙ）によって信号の強度が
急に変動する現象を指す。チャネル推定のためには、送信機及び受信機の両方が知ってい
る参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）が必要である。また、参照信号は、Ｒ
Ｓ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）とも略され、適用される標準によってパイロッ
ト（Ｐｉｌｏｔ）とも呼ばれる。
【０００４】
　ダウンリンク参照信号（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）は、
ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）、
ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）などのコヒーレント（ｃｏｈｅｒｅｎｔ）復調のためのパイロッ
ト信号である。ダウンリンク参照信号は、セル内の全ての端末が共有する共用参照信号（
Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＣＲＳ）、及び特定端末のみのため
の専用参照信号（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＤＲＳ）が
ある。共用参照信号を、セル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）参照信号と呼ぶこと
もできる。また、専用参照信号を、端末－特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）参照信号と呼
ぶこともできる。
【０００５】
　４伝送アンテナを支援する既存の通信システム（例えば、ＬＴＥ　ｒｅｌｅａｓｅ（リ
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リーズ）８または９標準に基づくシステム）に比べて拡張されたアンテナ構成を有するシ
ステム（例えば、８伝送アンテナを支援するＬＴＥ－Ａ標準に基づくシステム）では、受
信側でチャネル状態情報（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；ＣＳ
Ｉ）を獲得するための参照信号、すなわち、ＣＳＩ－ＲＳの伝送が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ＭＩＭＯ伝送においてＣＳＩ－ＲＳ伝送のオーバーヘッドを減少させ、ＣＳ
Ｉ－ＲＳによるチャネル推定性能を最適化するＣＳＩ－ＲＳ配置方案を提供することを技
術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の一実施例に係る、基地局が８以下のアン
テナポートに対する参照信号を伝送する方法は、第１のスロット及び第２のスロットを含
むダウンリンクサブフレームに４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部をマ
ッピングし、前記ダウンリンクサブフレームに前記８以下のアンテナポートに対するチャ
ネル状態情報参照信号を所定のパターンに従ってマッピングし、前記共用参照信号及び前
記チャネル状態情報参照信号がマッピングされた前記ダウンリンクサブフレームを伝送す
ることを含み、前記所定のパターンは、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状
態情報参照信号が前記ダウンリンクサブフレームの前記データ領域上の２　ＯＦＤＭシン
ボル上にマッピングされることを定義し、前記４以下のアンテナポートに対する共用参照
信号の一部は、２以下のアンテナポートに対する共用参照信号に制限されるとよい。
【０００８】
　また、前記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（Ｃ
Ｐ）構成を有することができる。
【０００９】
　また、前記２以下のアンテナポートに対する共用参照信号は、前記第１のスロットの１
番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル、及び前記第２のスロットの１番目及び４番目のＯＦ
ＤＭシンボル上にマッピングされるとよい。
【００１０】
　また、前記チャネル状態情報参照信号に対する所定のパターンで定義する前記２　ＯＦ
ＤＭシンボルは、前記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボル、前記第２
のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボル、または前記第２のスロットの５番目
及び６番目のＯＦＤＭシンボルでよい。
【００１１】
　また、前記所定のパターンは、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報
参照信号が、前記２　ＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の副搬送波位置の一つ以
上にマッピングされることを定義し、前記所定のパターンで定義する前記４個の副搬送波
位置は、４個の副搬送波のそれぞれが２副搬送波ずつ離隔しているとよい。
【００１２】
　また、前記所定のパターンで定義する前記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグル
ープ別に１副搬送波だけシフトするとよい。
【００１３】
　また、前記２　ＯＦＤＭシンボルが前記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭ
シンボルである場合に、前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及
び９、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、前記２　ＯＦＤＭシンボ
ルが前記第２のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボルである場合に、前記４個
の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、副搬送波インデックス１、
４、７及び１０、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、前記２　ＯＦ
ＤＭシンボルが前記第２のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルである場合に
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、前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス１、４、７及び１０、または副搬送
波インデックス２、５、８及び１１でよい。
【００１４】
　また、前記基地局のアンテナポートの個数が２または４の場合に、前記所定のパターン
で定義する位置の一部に前記チャネル状態情報参照信号がマッピングされるとよい。
【００１５】
　また、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号は、２個のアン
テナポートに対するチャネル状態情報参照信号が一つのグループを構成して総４個のグル
ープを形成し、前記４個のグループのそれぞれにおいて２個のアンテナポートに対するチ
ャネル状態情報参照信号は、前記２　ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置において
コード分割多重化（ＣＤＭ）方式で多重化され、前記４個のグループのそれぞれは、互い
に異なる副搬送波位置において周波数分割多重化（ＦＤＭ）方式で多重化されるとよい。
【００１６】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の他の実施例に係る、端末が基地局からの
８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定する
方法は、４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部がマッピングされ、前記８
以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が所定のパターンに従ってマッ
ピングされている、第１及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームを受信し、
前記チャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定すること、を含み、前記所定のパ
ターンは、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が前記ダウン
リンクサブフレームの前記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッピングされるこ
とを定義し、前記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアン
テナポートに対する共用参照信号に制限されるとよい。
【００１７】
　また、前記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（Ｃ
Ｐ）構成を有することができる。
【００１８】
　また、前記２以下のアンテナポートに対する共用参照信号は、前記第１のスロットの１
番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル、及び前記第２のスロットの１番目及び４番目のＯＦ
ＤＭシンボル上にマッピングされるとよい。
【００１９】
　また、前記チャネル状態情報参照信号に対する所定のパターンで定義する前記２　ＯＦ
ＤＭシンボルは、前記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボル、前記第２
のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボル、または前記第２のスロットの５番目
及び６番目のＯＦＤＭシンボルでよい。
【００２０】
　また、前記所定のパターンは、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報
参照信号が、前記２　ＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の副搬送波位置の一つ以
上にマッピングされることを定義し、前記所定のパターンで定義する前記４個の副搬送波
位置は、４個の副搬送波のそれぞれが２副搬送波ずつ離隔しているとよい。
【００２１】
　また、前記所定のパターンで定義する前記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグル
ープ別に１副搬送波だけシフトするとよい。
【００２２】
　また、前記２　ＯＦＤＭシンボルが前記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭ
シンボルである場合に、前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及
び９、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、前記２　ＯＦＤＭシンボ
ルが前記第２のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボルである場合に、前記４個
の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、副搬送波インデックス１、
４、７及び１０、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、前記２　ＯＦ
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ＤＭシンボルが前記第２のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボルである場合に
、前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス１、４、７及び１０、または副搬送
波インデックス２、５、８及び１１でよい。
【００２３】
　また、前記基地局のアンテナポートの個数が２または４の場合に、前記所定のパターン
で定義する位置の一部に前記チャネル状態情報参照信号がマッピングされるとよい。
【００２４】
　また、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号は、２個のアン
テナポートに対するチャネル状態情報参照信号が一つのグループを構成して総４個のグル
ープを形成し、前記４個のグループのそれぞれにおいて２個のアンテナポートに対するチ
ャネル状態情報参照信号は、前記２　ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置において
コード分割多重化（ＣＤＭ）方式で多重化され、前記４個のグループのそれぞれは、互い
に異なる副搬送波位置において周波数分割多重化（ＦＤＭ）方式で多重化されるとよい。
【００２５】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明のさらに他の実施例に係る、８以下のアン
テナポートに対する参照信号を伝送する基地局は、端末からアップリンク信号を受信する
受信モジュールと、前記端末にダウンリンク信号を伝送する伝送モジュールと、前記受信
モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記基地局を制御するプロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレーム
に、４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部をマッピングし、前記ダウンリ
ンクサブフレームに、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を
所定のパターンに従ってマッピングし、前記共用参照信号及び前記チャネル状態情報参照
信号がマッピングされた前記ダウンリンクサブフレームを伝送するように制御し、前記所
定のパターンは、前記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が前記
ダウンリンクサブフレームの前記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッピングさ
れることを定義し、前記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下
のアンテナポートに対する共用参照信号に制限されるとよい。
【００２６】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明のさらに他の実施例に係る、基地局からの
８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定する
端末は、前記基地局からダウンリンク信号を受信する受信モジュールと、前記基地局にア
ップリンク信号を伝送する伝送モジュールと、前記受信モジュール及び前記伝送モジュー
ルを含む前記基地局を制御するプロセッサと、を含み、前記プロセッサは、４以下のアン
テナポートに対する共用参照信号の一部がマッピングされ、前記８以下のアンテナポート
に対するチャネル状態情報参照信号が所定のパターンに従ってマッピングされている、第
１及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームを受信し、前記チャネル状態情報
参照信号を用いてチャネルを推定するように制御し、前記所定のパターンは、前記８以下
のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が、前記ダウンリンクサブフレーム
の前記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッピングされることを定義し、前記４
以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアンテナポートに対する
共用参照信号に制限されるとよい。
【００２７】
　本発明について上述した一般的な説明と後述する詳細な説明はいずれも例示的なもので
、請求項に記載の発明についてのさらなる説明のためのものである。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　基地局が８以下のアンテナポートに対する参照信号を伝送する方法であって、
　第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームに４以下のアンテ
ナポートに対する共用参照信号の一部をマッピングし、
　上記ダウンリンクサブフレームに上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情



(8) JP 5649650 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

報参照信号を所定のパターンに従ってマッピングし、
　上記共用参照信号及び上記チャネル状態情報参照信号がマッピングされた上記ダウンリ
ンクサブフレームを伝送すること
を含み、
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が上記ダウンリンクサブフレームの上記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッ
ピングされることを定義し、
　上記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアンテナポート
に対する共用参照信号に制限される、参照信号伝送方法。
（項目２）
　上記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）構
成を有する、項目１に記載の参照信号伝送方法。
（項目３）
　上記２以下のアンテナポートに対する共用参照信号は、
　上記第１のスロットの１番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル、及び上記第２のスロット
の１番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる、項目２に記載の参照信号
伝送方法。
（項目４）
　上記チャネル状態情報参照信号に対する所定のパターンで定義する上記２　ＯＦＤＭシ
ンボルは、上記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボル、上記第２のスロ
ットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボル、または上記第２のスロットの５番目及び６
番目のＯＦＤＭシンボルである、項目２に記載の参照信号伝送方法。
（項目５）
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が、上記２　ＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の副搬送波位置の一つ以上にマ
ッピングされることを定義し、
　上記所定のパターンで定義する上記４個の副搬送波位置は、４個の副搬送波のそれぞれ
が２副搬送波ずつ離隔している、項目１に記載の参照信号伝送方法。
（項目６）
　上記所定のパターンで定義する上記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグループ別
に１副搬送波だけシフトする、項目５に記載の参照信号伝送方法。
（項目７）
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボ
ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、
または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第２のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボ
ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、
副搬送波インデックス１、４、７及び１０、または副搬送波インデックス２、５、８及び
１１であり、
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第２のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボ
ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス１、４、７及び１０
、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１である、項目５に記載の参照信号伝送
方法。
（項目８）
　上記基地局のアンテナポートの個数が２または４の場合に、上記所定のパターンで定義
する位置の一部に上記チャネル状態情報参照信号がマッピングされる、項目１に記載の参
照信号伝送方法。
（項目９）
　上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号は、２個のアンテナポ
ートに対するチャネル状態情報参照信号が一つのグループを構成して総４個のグループを
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形成し、
　上記４個のグループのそれぞれにおいて２個のアンテナポートに対するチャネル状態情
報参照信号は、上記２　ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置においてコード分割多
重化（ＣＤＭ）方式で多重化され、
　上記４個のグループのそれぞれは、互いに異なる副搬送波位置において周波数分割多重
化（ＦＤＭ）方式で多重化される、項目１に記載の参照信号伝送方法。
（項目１０）
　端末が基地局からの８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を用い
てチャネルを推定する方法であって、
　４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部がマッピングされ、上記８以下の
アンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が所定のパターンに従ってマッピング
されている、第１及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームを受信し、
　上記チャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定すること、
を含み、
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が上記ダウンリンクサブフレームの上記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッ
ピングされることを定義し、
　上記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアンテナポート
に対する共用参照信号に制限される、チャネル推定方法。
（項目１１）
　上記ダウンリンクサブフレームは、拡張されたサイクリックプレフィックス（ＣＰ）構
成を有する、項目１に記載のチャネル推定方法。
（項目１２）
　上記２以下のアンテナポートに対する共用参照信号は、
　上記第１のスロットの１番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル、及び上記第２のスロット
の１番目及び４番目のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされる、項目１１に記載のチャネ
ル推定方法。
（項目１３）
　上記チャネル状態情報参照信号に対する所定のパターンで定義する上記２　ＯＦＤＭシ
ンボルは、上記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボル、上記第２のスロ
ットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボル、または上記第２のスロットの５番目及び６
番目のＯＦＤＭシンボルである、項目１１に記載のチャネル推定方法。
（項目１４）
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が、上記２　ＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の副搬送波位置の一つ以上にマ
ッピングされることを定義し、
　上記所定のパターンで定義する上記４個の副搬送波位置は、４個の副搬送波のそれぞれ
が２副搬送波ずつ離隔している、項目１０に記載のチャネル推定方法。
（項目１５）
　上記所定のパターンで定義する上記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグループ別
に１副搬送波だけシフトする、項目１４に記載のチャネル推定方法。
（項目１６）
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第１のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボ
ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、
または副搬送波インデックス２、５、８及び１１であり、
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第２のスロットの２番目及び３番目のＯＦＤＭシンボ
ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、３、６及び９、
副搬送波インデックス１、４、７及び１０、または副搬送波インデックス２、５、８及び
１１であり、
　上記２　ＯＦＤＭシンボルが上記第２のスロットの５番目及び６番目のＯＦＤＭシンボ



(10) JP 5649650 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

ルである場合に、上記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス１、４、７及び１０
、または副搬送波インデックス２、５、８及び１１である、項目１４に記載のチャネル推
定方法。
（項目１７）
　上記基地局のアンテナポートの個数が２または４の場合に、上記所定のパターンで定義
する位置の一部に上記チャネル状態情報参照信号がマッピングされる、項目１０に記載の
チャネル推定方法。
（項目１８）
　上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号は、２個のアンテナポ
ートに対するチャネル状態情報参照信号が一つのグループを構成して総４個のグループを
形成し、
　上記４個のグループのそれぞれにおいて２個のアンテナポートに対するチャネル状態情
報参照信号は、上記２　ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置においてコード分割多
重化（ＣＤＭ）方式で多重化され、
　上記４個のグループのそれぞれは、互いに異なる副搬送波位置において周波数分割多重
化（ＦＤＭ）方式で多重化される、項目１０に記載のチャネル推定方法。
（項目１９）
　８以下のアンテナポートに対する参照信号を伝送する基地局であって、
　端末からアップリンク信号を受信する受信モジュールと、
　上記端末にダウンリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
　上記受信モジュール及び上記伝送モジュールを含む上記基地局を制御するプロセッサと
、
を含み、
　上記プロセッサは、
　第１のスロット及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームに、４以下のアン
テナポートに対する共用参照信号の一部をマッピングし、上記ダウンリンクサブフレーム
に、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を所定のパターンに
従ってマッピングし、上記共用参照信号及び上記チャネル状態情報参照信号がマッピング
された上記ダウンリンクサブフレームを伝送するように制御し、
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が上記ダウンリンクサブフレームの上記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマッ
ピングされることを定義し、
　上記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアンテナポート
に対する共用参照信号に制限される、参照信号伝送基地局。
（項目２０）
　基地局からの８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号を用いてチャ
ネルを推定する端末であって、
　上記基地局からダウンリンク信号を受信する受信モジュールと、
　上記基地局にアップリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
　上記受信モジュール及び上記伝送モジュールを含む上記基地局を制御するプロセッサと
、
を含み、
　上記プロセッサは、
　４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部がマッピングされ、上記８以下の
アンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号が所定のパターンに従ってマッピング
されている、第１及び第２のスロットを含むダウンリンクサブフレームを受信し、上記チ
ャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定するように制御し、
　上記所定のパターンは、上記８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信
号が、上記ダウンリンクサブフレームの上記データ領域上の２　ＯＦＤＭシンボル上にマ
ッピングされることを定義し、
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　上記４以下のアンテナポートに対する共用参照信号の一部は、２以下のアンテナポート
に対する共用参照信号に制限される、チャネル推定端末。
【発明の効果】
【００２８】
　上記のような本発明の各実施形態によれば、ＭＩＭＯ伝送においてＣＳＩ－ＲＳ伝送の
オーバーヘッドを減らし、ＣＳＩ－ＲＳによるチャネル推定性能を最適化する方法及び装
置を提供することが可能になる。
【００２９】
　本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されるものではなく、言及して
いない他の効果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者には明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】多重アンテナを備えている送信機の構造を示すブロック図である。
【図２】ダウンリンク無線フレームの構造を示す図である。
【図３】１ダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉ
ｄ）の一例を示す図である。
【図４】ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図５】一般ＣＰの場合に、ダウンリンクセル－特定参照信号がマッピングされるリソー
ス要素を示す図である。
【図６】拡張されたＣＰの場合に、ウンリンクセル－特定参照信号がマッピングされるリ
ソース要素を示す図である。
【図７】１リソースブロックにおけるＣＲＳ及びＤＲＳの配置パターンの一例を示す図で
ある。
【図８】ＦＤＭ、ＴＤＭ及び／またはＣＤＭ方式でＣＳＩ－ＲＳを配置する方案を説明す
るための図である。
【図９】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１０】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１１】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１２】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１３】ＦＤＭ、ＴＤＭ及び／またはＣＤＭ方式でＣＳＩ－ＲＳを配置する方案を説明
するための図である。
【図１４】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１５】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１６】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１７】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１８】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図１９】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２０】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２１】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２２】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２３】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２４】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２５】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２６】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２７】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２８】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図２９】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３０】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３１】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
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【図３２】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３３】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３４】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３５】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３６】ＣＳＩ－ＲＳパターンの様々な実施例を示す図である。
【図３７】ＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数シフト及び種々の多重化方式を説明するための
図である。
【図３８】ＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数シフト及び種々の多重化方式を説明するための
図である。
【図３９】ＣＳＩ－ＲＳパターンを決定する上で考慮すべき他の参照信号のパターンを示
す図である。
【図４０】１　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳのパターンの実施例を
示す図である。
【図４１】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳのパターンの実施例を
示す図である。
【図４２】ＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数シフトの実施例を示す図である。
【図４３】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数領域
上位置の実施例を示す図である。
【図４４】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数領域
上位置の実施例を示す図である。
【図４５】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数領域
上位置の実施例を示す図である。
【図４６】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数領域
上位置の実施例を示す図である。
【図４７】ＣＳＩ－ＲＳの割り当てられる２　ＯＦＤＭシンボルの時間領域上位置を示す
図である。
【図４８】２　ＯＦＤＭシンボル上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数領域
上位置の実施例を示す図である。
【図４９】ＣＳＩ－ＲＳの割り当てられる２　ＯＦＤＭシンボルの時間領域上位置を示す
図である。
【図５０】本発明に係る基地局装置及び端末装置を含む無線通信システムの好適な実施例
の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下の実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定の形態で結合したものである。各構
成要素または特徴は、別に明示しない限り、選択的なものと考慮しなければならない。各
構成要素または特徴が他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施してもよく、一部の構
成要素及び／または特徴を結合させて本発明の実施例を構成してもよい。本発明の実施例
で説明される動作の順序は変更してもよい。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例
に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成または特徴に代えてもよい。
【００３２】
　本明細書では、本発明の実施例を、基地局と端末との間におけるデータ送受信の関係を
中心に説明する。ここで、基地局は、端末と直接通信を行うネットワークの終端ノード（
ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書で、基地局により行われる
とした特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によ
り行われることもある。
【００３３】
　すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）か
らなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる種々の動作は、基地局また
は基地局以外の他のネットワークノードにより行われうるということは自明である。「基
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地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）
、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（ＡＰ：Ａｃｃｅｓｓ　
Ｐｏｉｎｔ）などの用語に代えてもよい。中継機は、リレーノード（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄ
ｅ、ＲＮ）、リレーステーション（Ｒｅｌａｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＲＳ）などの用語に代
えてもよい。「端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ）」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）
、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に代
えてもよい。
【００３４】
　以下の説明で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されたもので、こ
れらの特定用語の使用は、本発明の技術的思想から逸脱することなく他の形態に変更可能
である。
【００３５】
　場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置
は省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示されるこ
とがある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明
する。
【００３６】
　本発明の実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２システム、３ＧＰＰシス
テム、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）システム、及び３
ＧＰＰ２システムの少なくとも一つに開示された標準文書でサポートすることかできる。
すなわち、本発明の実施例において本発明の技術的思想を明確にするために説明しない段
階または部分を、上記の標準文書でサーポートすることができる。なお、本文書で開示し
ている全ての用語は、上記の標準文書により説明することができる。
【００３７】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような種々
の無線接続システムに用いることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無
線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で具現できる。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ（登録
商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／
ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で具現できる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．
１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－２０
、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術で具現できる。ＵＴ
ＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部で
あり、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。
ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進展である。ＷｉＭＡＸは、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１６ｅ規格（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）及び進展したＩＥＥＥ　８０２．１６ｍ規格（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
ＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ）によって説明することができる
。明確性のために、以下では、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａ標準を中心に説明するが
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、本発明の技術的思想はこれに制限されない。
【００３８】
　以下、ＭＩＭＯ伝送において「ランク（Ｒａｎｋ）」は、独立して信号を伝送できる経
路の数を表し、‘レイヤー（ｌａｙｅｒ）の個数」は、各経路を通じて伝送される信号ス
トリームの個数を表す。一般に、送信端は信号伝送に用いられるランク数に対応する個数
のレイヤーを伝送するため、特に言及しない限り、ランクはレイヤー個数と同じ意味を有
する。
【００３９】
　図１は、多重アンテナを備えている送信機の構造を示すブロック図である。
【００４０】
　図１を参照すると、送信機１００は、エンコーダ１１０－１，…，１１０－Ｋ、変調マ
ッパー１２０－１，…，１２０－Ｋ、レイヤーマッパー１３０、プリコーダ１４０、リソ
ース要素マッパー（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｍａｐｐｅｒ）１５０－１，…
，１５０－Ｋ、及びＯＦＤＭ信号発生器１６０－１，…，１６０－Ｋを含む。送信機１０
０は、Ｎｔ個の送信アンテナ１７０－１，…，１７０－Ｎｔを含む。
【００４１】
　エンコーダ１１０－１，…，１１０－Ｋは、入力されるデータを、定められたコーディ
ング方式によってエンコーディングし、符号化したデータ（ｃｏｄｅｄ　ｄａｔａ）を形
成する。変調マッパー１２０－１，…，１２０－Ｋは、符号化したデータを信号コンステ
レーション（ｓｉｇｎａｌ　ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）上の位置を表現する変調シン
ボルにマッピングする。変調方式（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）は、特に制限
されず、ｍ－ＰＳＫ（ｍ－Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）またはｍ－ＱＡＭ（
ｍ－Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）でよい。例え
ば、ｍ－ＰＳＫは、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫまたは８－ＰＳＫでよい。ｍ－ＱＡＭは、１６－
ＱＡＭ、６４－ＱＡＭまたは２５６－ＱＡＭでよい。
【００４２】
　レイヤーマッパー１３０は、プリコーダ１４０がアンテナ特定シンボル（ａｎｔｅｎｎ
ａ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｙｍｂｏｌ）を各アンテナの経路に分配できるように変調シン
ボルのレイヤーを定義する。レイヤーは、プリコーダ１４０に入力される情報経路（ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｐａｔｈ）と定義される。プリコーダ１４０以前の情報経路を仮想
アンテナ（ｖｉｒｔｕａｌ　ａｎｔｅｎｎａ）またはレイヤーと見なすことができる。
【００４３】
　プリコーダ１４０は、変調シンボルを多重送信アンテナ１７０－１，…，１７０－Ｎｔ
に基づくＭＩＭＯ方式で処理し、アンテナ特定シンボルを出力する。プリコーダ１４０は
、アンテナ特定シンボルを、該当のアンテナの経路のリソース要素マッパー１５０－１，
…，１５０－Ｋに分配する。プリコーダ１４０により一つのアンテナに送られる各情報経
路を、ストリーム（ｓｔｒｅａｍ）という。これを物理的アンテナ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ａｎｔｅｎｎａ）と見なすことができる。
【００４４】
　リソース要素マッパー１５０－１，…，１５０－Ｋは、アンテナ特定シンボルを、適切
なリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に割り当て、ユーザーに応じて多
重化する。ＯＦＤＭ信号発生器１６０－１，…，１６０－Ｋは、アンテナ特定シンボルを
ＯＦＤＭ方式で変調し、ＯＦＤＭシンボルを出力する。ＯＦＤＭ信号発生器１６０－１，
…，１６０－Ｋは、アンテナ特定シンボルにＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏ
ｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行うことができ、ＩＦＦＴの行なわれた時間領域シ
ンボルには、サイクリックプレフィックス（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ；ＣＰ）を挿入
することができる。ＣＰは、ＯＦＤＭ伝送方式において多重経路によるシンボル間干渉（
ｉｎｔｅｒ－ｓｙｍｂｏｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を除去するために、保護区間（
ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）に挿入される信号である。ＯＦＤＭシンボルは、各送信
アンテナ１７０－１，…，１７０－Ｎｔから送信される。
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【００４５】
　図２には、ダウンリンク無線フレームの構造を示す。図２を参照すると、ダウンリンク
無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ
）で構成され、１サブフレームは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。ダウンリ
ンク無線フレームは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）
またはＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）によって構成することがで
きる。１サブフレームが伝送されるのにかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）といい、例えば、１サブフレームの長さは１ｍｓで、１
スロットの長さは０．５ｍｓである。１スロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ
）で複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域で複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を含む。
【００４６】
　１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰの構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ）によって異なることがある。ＣＰには、拡張されたＣＰ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ
）及び一般ＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）がある。例えば、ＯＦＤＭシンボルが一般ＣＰで
構成された場合、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は７個でよい。ＯＦＤＭシ
ンボルが、拡張されたＣＰで構成される場合、１　ＯＦＤＭシンボルの長さが増えるから
、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、一般ＣＰの場合に比べて少ない。拡張
されたＣＰの場合に、例えば、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は６個でよい
。端末が高速で移動するなどしてチャネル状態が不安定な場合、シンボル間干渉を一層減
らすために、拡張されたＣＰを用いることができる。
【００４７】
　一般ＣＰが用いられる場合は、１スロットが７個のＯＦＤＭシンボルを含み、１サブフ
レームは１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。この場合、各サブフレームの先頭２個または
３個のＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当てられ、残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（
ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当てられ
ることが可能である。
【００４８】
　無線フレームの構造は例示に過ぎなく、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サ
ブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルの数は、種々に変更可
能である。
【００４９】
　図３は、１ダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒ
ｉｄ）の一例を示す図である。これは、ＯＦＤＭシンボルが一般ＣＰで構成された場合で
ある。図３を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域において複数のＯＦＤＭシ
ンボルを含み、周波数領域において複数のリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏ
ｃｋ；ＲＢ）を含む。ここで、１ダウンリンクスロットは、７　ＯＦＤＭシンボルを含み
、１リソースブロックは、１２副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含むとするが、これ
に制限されるものではない。リソースグリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）をリソース
要素（ＲＥ）という。例えば、リソース要素ａ（ｋ，ｌ）は、ｋ番目の副搬送波とｌ番目
のＯＦＤＭシンボルに位置しているリソース要素となる。一般ＣＰの場合に、１リソース
ブロックは１２×７リソース要素を含む（拡張されたＣＰの場合は、１２×６リソース要
素を含む）。各副搬送波の間隔は１５ｋＨｚであるから、１リソースブロックは、周波数
領域で約１８０ｋＨｚを含む。ＮＤＬは、ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロ
ックの数である。ＮＤＬの値は、基地局のスケジューリングにより設定されるダウンリン
ク伝送帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に基づいて決定することができる。
【００５０】
　図４は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。一つのサブフレームの１番
目のスロットにおいて先頭の最大３個のＯＦＤＭシンボルが、制御チャネルの割り当てら
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れる制御領域に該当する。残りＯＦＤＭシンボルは、物理ダウンリンク共有チャネル（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｃｅｌ；ＰＤＳＣＨ）の割
り当てられるデータ領域に該当する。伝送の基本単位は、１サブフレームとなる。すなわ
ち、２スロットにわたってＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨが割り当てられる。３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅシステムで用いられるダウンリンク制御チャネルには、例えば、物理制御フォーマット
指示子チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＣＦＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＤＣＣＨ）、物理ＨＡＲＱ
指示子チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ
　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＨＩＣＨ）などがある。Ｐ
ＣＦＩＣＨは、サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで伝送され、サブフレーム内の
制御チャネル伝送に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を含む。ＰＨＩＣＨ
は、アップリンク伝送の応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を含む。ＰＤＣＣＨ
を通じて伝送される制御情報を、ダウンリンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、アップリンクまたはダウン
リンクスケジューリング情報を含んだり、任意の端末グループに対するアップリンク伝送
電力制御命令を含む。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）のリソ
ース割当及び伝送フォーマット、アップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のリソース
割当情報、ページングチャネル（ＰＣＨ）のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム
情報、ＰＤＳＣＨ上に伝送されるランダムアクセス応答（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のような上位層制御メッセージのリソース割当、任意の端末グループ
中の個別端末に対する伝送電力制御命令のセット、伝送電力制御情報、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉ
ｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）の活性化などを含むことができる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域
内で伝送されることがある。端末は、複数のＰＤＣＣＨをモニタリングできる。ＰＤＣＣ
Ｈは、一つ以上の連続した制御チャネル要素（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅ
ｍｅｎｔ；ＣＣＥ）の組み合わせで伝送される。ＣＣＥは、無線チャネルの状態に基づく
コーディングレートでＰＤＣＣＨを提供するために用いられる論理割当単位である。ＣＣ
Ｅは、複数個のリソース要素グループに対応する。ＰＤＣＣＨのフォーマットと利用可能
なビット数は、ＣＣＥの個数とＣＣＥにより提供されるコーディングレートとの相関関係
に基づいて決定される。基地局は、端末に伝送されるＤＣＩに基づいてＰＤＣＣＨフォー
マットを決定し、制御情報に巡回冗長検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈ
ｅｃｋ；ＣＲＣ）を付加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者または用途によって無線ネ
ットワーク臨時識別子（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ；ＲＮＴＩ）という識別子でマスキングされる。ＰＤＣＣＨが特定端末に対す
るものであれば、端末のｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）識別子がＣＲＣにマスキン
グされ、ＰＤＣＣＨがページングメッセージに対するものであれば、ページング指示子識
別子（Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；Ｐ－ＲＮＴＩ）がＣ
ＲＣにマスキングされ、ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的に、システム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ））に関するものであれば、システム情報識別子及びシステム情報ＲＮＴＩ（
ＳＩ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされるとよい。端末のランダムアクセスプリアン
ブルの伝送に対する応答であるランダムアクセス応答を表すために、ランダムアクセス－
ＲＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされてもよい。
【００５１】
　共用参照信号（ＣＲＳ）
　図５及び６を参照して、セル－特定参照信号、すなわち、共用参照信号（ＣＲＳ）がリ
ソースブロック上に配置されるパターンについて説明する。
【００５２】
　ＣＲＳは、物理アンテナ端のチャネルを推定するために用いられ、セル内に存在する全
ての端末（ＵＥ）が共通に受信できる参照信号で、全帯域にわたって分布する。ＣＲＳは
、チャネル状態情報（ＣＳＩ）獲得及びデータ復調の目的で用いることができる。
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【００５３】
　ＣＲＳは、送信側（基地局）のアンテナ構成にしたがって様々な形態のＣＲＳが定義さ
れる。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリーズ－８）システムは、様々なアンテナ構成（Ａｎｔｅｎ
ｎａ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を支援し、ダウンリンク信号送信側（基地局）は、
単一アンテナ、２伝送アンテナ、４伝送アンテナを含む３種類のアンテナ構成を有する。
基地局が単一アンテナ伝送をする場合は、単一アンテナポートのための参照信号が配置さ
れる。基地局が２アンテナ伝送をする場合は、２個のアンテナポートのための参照信号が
、時間分割多重化（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）及び／ま
たは周波数分割多重化（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）方式で配置される。すなわち、２個のアンテナポートのための参照信号を、互いに
異なる時間リソース及び／または互いに異なる周波数リソースに配置して、お互い区別す
ることができる。また、基地局が４アンテナ伝送をする場合は、４個のアンテナポートの
ための参照信号がＴＤＭ／ＦＤＭ方式で配置される。ＣＲＳに基づいてダウンリンク信号
受信側（端末）により推定されたチャネル情報を、単一アンテナ伝送（Ｓｉｎｇｌｅ　Ａ
ｎｔｅｎｎａ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）、伝送ダイバーシティ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　
ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、閉－ループ空間多重化（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　Ｓｐａｔｉａ
ｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、開－ループ空間多重化（Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　Ｓｐａ
ｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、多重－ユーザー（Ｍｕｌｔｉ－Ｕｓｅｒ）ＭＩ
ＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）などの伝送手法で送信されたデータの復調のために用いることが
できる。
【００５４】
　多重アンテナを支援する場合において、あるアンテナポートから参照信号を伝送する場
合に、参照信号パターンに従って指定されたリソース要素（ＲＥ）位置に参照信号を伝送
し、他のアンテナポートのために指定されたリソース要素（ＲＥ）位置にはいかなる信号
も伝送しない。
【００５５】
　ＣＲＳを用いたチャネル推定性能を高めるために、セル別にＣＲＳの周波数領域上の位
置をシフト（ｓｈｉｆｔ）して異ならせることができる。例えば、参照信号が３副搬送波
ごとに位置する場合に、一つのセルは３ｋの副搬送波上に、他のセルは３ｋ＋１の副搬送
波上に配置させることができる。一つのアンテナポートの観点では、参照信号は周波数領
域で６ＲＥ間隔（すなわち、６副搬送波間隔）で配置され、他のアンテナポートのための
参照信号が配置されるＲＥとは周波数領域で３ＲＥ間隔を維持する。
【００５６】
　時間領域において参照信号位置は各スロットの１番目のＯＦＤＭシンボル（シンボルイ
ンデックス０）を始点として一定の間隔で配置される。時間間隔は、ＣＰ長に従って別々
に定義される。一般ＣＰの場合は、スロットの１番目及び５番目のＯＦＤＭシンボル（シ
ンボルインデックス０及び４）に位置し、拡張されたＣＰの場合は、スロットの１番目及
び４番目のＯＦＤＭシンボル（シンボルインデックス０及び３）に位置する。一つのＯＦ
ＤＭシンボルには最大２個のアンテナポートのための参照信号のみが定義される。そのた
め、４伝送アンテナ伝送時に、アンテナポート０及び１のための参照信号は、スロットの
１番目及び５番目のＯＦＤＭシンボル（拡張されたＣＰの場合は、１番目及び４番目のＯ
ＦＤＭシンボル）に位置し、アンテナポート２及び３のための参照信号は、スロットの２
番目のＯＦＤＭシンボルに位置する。ただし、アンテナポート２及び３のための参照信号
の周波数位置は、２番目のスロットでは互いにスイッチングされる。
【００５７】
　前述したようなＣＲＳの位置は、図５及び図６から確認できる。具体的に、図５は、一
般ＣＰの場合に、ＣＲＳがマッピングされるリソース要素を示す。図５において、横軸は
時間領域を、縦軸は周波数領域を表す。図５で表現されたリソース要素のマッピング単位
は、時間領域において１サブフレーム（すなわち、２個のスロット）を構成するＯＦＤＭ
シンボルに対応し、周波数領域において１リソースブロックを構成する副搬送波に対応す
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る。図５に示す時間－周波数領域内において、最小の四角形領域は、時間領域で１　ＯＦ
ＤＭシンボル、周波数領域で１副搬送波に対応する領域であり、１　ＲＥに該当する。す
なわち、１４　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波で構成される１サブフレームにおける時
間上連続する２リソースブロック（ＲＢ）のリソースブロック対（ＲＢ　Ｐａｉｒ）を基
準にして参照信号がマッピングされるリソース要素を表すことができる。
【００５８】
　図５に示しているＲ０乃至Ｒ３はそれぞれ、アンテナポート０乃至３のためのＣＲＳが
マッピングされるリソース要素を表す。すなわち、Ｒｐは、アンテナポートインデックス
ｐ上での参照信号伝送がマッピングされるリソース要素を表す。前述したように、２アン
テナポート及び４アンテナポートの場合に、１スロット内で一つのアンテナポートの参照
信号がマッピングされるリソース要素は、そのスロット内で他のアンテナポートのいかな
る伝送のためにも用いられない。
【００５９】
　図６は、拡張されたＣＰの場合に、アンテナポート０乃至３のためのＣＲＳがマッピン
グされるリソース要素を示している。拡張されたＣＰの場合に、１サブフレームは１２　
ＯＦＤＭシンボルで構成されるので、図９でリソース要素のマッピング単位は、１２　Ｏ
ＦＤＭシンボル×１２副搬送波領域と表現される。
【００６０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリーズ－８）システムに比べてより高いスペクトル効率性（Ｓｐ
ｅｃｔｒａｌ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を支援するために、拡張されたアンテナ構成を有
するシステム（例えば、ＬＴＥ－Ａシステム）を設計できる。拡張されたアンテナ構成は
、例えば、８個の伝送アンテナ構成でよい。このような拡張されたアンテナ構成を有する
システムにおいて、既存のアンテナ構成で動作する端末を支援、すなわち、下位互換性（
ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を支援する必要がある。したがって、
既存のアンテナ構成による参照信号パターンを支援し、追加的なアンテナ構成に対する新
しい参照信号パターンを設計する必要がある。ここで、既存のアンテナ構成を有するシス
テムに新しいアンテナポートのためのＣＲＳを追加すると、参照信号オーバーヘッドが急
激に増加してデータ転送率が低下する問題につながる。このような事項を考慮して、新し
いアンテナポートのためのチャネル状態情報（ＣＳＩ）測定のための参照信号を設計する
必要があり、その具体的な方案については、ＤＲＳを説明した後に述べる。
【００６１】
　専用参照信号（ＤＲＳ）
　参照信号のオーバーヘッドを減らすために、拡張されたアンテナ構成を有するシステム
では、追加されたアンテナを通したデータ伝送を支援するように、端末－特定参照信号、
すなわち、専用参照信号（ＤＲＳ）を導入することを考慮することができる。
【００６２】
　新しいアンテナポートのためのＤＲＳの設計に当たって、ＣＲＳのパターン、ＣＲＳの
周波数シフト及び電力ブースティング（Ｐｏｗｅｒ　Ｂｏｏｓｔｉｎｇ）を考慮する必要
がある。具体的に、ＣＲＳによるチャネル推定性能を高めるために、ＣＲＳの周波数シフ
ト及び電力ブースティングが考慮される。周波数シフトは、前述したように、セル別にＣ
ＲＳの始点を異なるように設定することを意味する。電力ブースティングは、１　ＯＦＤ
ＭシンボルのＲＥのうち、参照信号のために割り当てられたＲＥ以外の他のＲＥから電力
を持ってくることを意味する。一方、ＤＲＳは、ＣＲＳと異なる周波数間隔を有するよう
に設計できるが、ＣＲＳとＤＲＳが同一ＯＦＤＭシンボル内に存在する場合に、前述した
ＣＲＳの周波数シフトによってＣＲＳとＤＲＳの位置が重なることがあり、ＣＲＳの電力
ブースティングはＤＲＳ伝送に不利な影響を及ぼすことがある。
【００６３】
　そのため、ＤＲＳとＣＲＳが互いに異なる周波数間隔を有するように設計される場合に
、両参照信号は、互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置するように設計することが好まし
い。具体的に、ＣＲＳは、一般ＣＰの場合に、１番目、２番目、５番目、８番目、９番目
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４番目、７番目、８番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボルに位置する。
【００６４】
　また、ＤＲＳは、データ復調のための参照信号であるから、データチャネルが割り当て
られる領域に位置する。１サブフレームの１番目乃至３番目のＯＦＤＭシンボル（または
１番目及び２番目のＯＦＤＭシンボル）は、ＰＤＣＣＨ（制御チャネル）のために用いら
れ、２番目（または３番目）のＯＦＤＭシンボルから最後のＯＦＤＭシンボルまではＰＤ
ＳＣＨ（データチャネル）のために割り当てられる。
【００６５】
　したがって、データチャネルの割り当てられる領域においてＣＲＳの割り当てられてい
ない位置にＤＲＳを割り当てるとすれば、下記のようなＯＦＤＭシンボル位置にＤＲＳを
配置することができる。
【００６６】
　　一般ＣＰの場合－（３番目）、４番目、６番目、７番目、１０番目、１１番目、１３
番目及び１４番目のＯＦＤＭシンボル
　　拡張されたＣＰの場合－（３番目）、５番目、６番目、９番目、１１番目及び１２番
目のＯＦＤＭシンボル
　ＤＲＳの割り当てられていないＲＥのチャネル推定情報は、ＤＲＳの割り当てられてい
る周辺ＲＥのチャネル推定情報から補間法（Ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ）によって獲得
できる。時間領域での補間を考慮すると、各ＲＳは、データチャネルの両端部分、すなわ
ち、１サブフレームの４番目及び１４番目（拡張されたＣＰの場合は、５番目及び１２番
目）に位置することが好ましい。しかし、端末の移動などによるドップラー効果によりチ
ャネルが時変（ｔｉｍｅ－ｖａｒｙｉｎｇ）しても、１～２　ＯＦＤＭシンボル内では大
きく変わらないから、ＤＲＳが、データチャネルの両端ＯＦＤＭシンボルではなく、その
内側のＯＦＤＭシンボルに位置しても、チャネル推定によるデータ伝送性能は大きく変わ
らない。
【００６７】
　多重アンテナ伝送を考慮すると、それぞれのアンテナポート（またはレイヤー）に対す
る参照信号を時間分割多重化（ＴＤＭ）、周波数分割多重化（ＦＤＭ）及び／またはコー
ド分割多重化（ＣＤＭ）方式で多重化できる。すなわち、それぞれのアンテナポートに対
する参照信号を、互いに異なる時間リソースまたは周波数リソースに配置することによっ
て区別したり、それぞれのアンテナポートに対する参照信号が同一の時間リソースまたは
周波数リソースに配置されても、互いに異なるコードリソースを用いて区別することがで
きる。
【００６８】
　多重アンテナ伝送において、隣接しているＯＦＤＭシンボルでＣＤＭまたはＴＤＭを用
いて各アンテナポートのための参照信号を伝送することができる。２　ＯＦＤＭシンボル
を用いてＣＤＭ伝送をする場合に、２　ＯＦＤＭシンボルは隣接することが好ましく、隣
接しない場合は最大１個のＯＦＤＭシンボル間隔を有することが好ましい。４個のＯＦＤ
Ｍシンボルを用いてＣＤＭ伝送をする場合は、チャネルが時間的に変わらない状況で用い
なければならない。この場合、同一の周波数位置及び互いに異なるＯＦＤＭシンボルに存
在する参照信号を用いてＣＤＭ伝送を行うことができる。
【００６９】
　一方、周波数領域上にＤＲＳを割り当てる際に考慮すべき事項について説明する。まず
、ＤＲＳを周波数領域に割り当てる時は、可能なかぎり、割り当てられたリソースの端部
に配置させることが、チャネル推定性能に役立つ。周波数領域上で９０％コヒーレント（
ｃｏｈｅｒｅｎｔ）帯域幅（ＢＣ，９０）は数式１によって、５０％コヒーレント帯域幅
（ＢＣ，５０）は数式２によって決定できる。
【００７０】
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【数１】

【００７１】
【数２】

　数式１及び２で、στは遅延拡散（ｄｅｌａｙ　ｓｐｒｅａｄ）の実効値（Ｒｏｏｔ　
Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ；ＲＭＳ）である。
【００７２】
　ｅＴＵ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｔｙｐｉｃａｌ　Ｕｒｂａｎ）チャネル環境においてστ

は約０．５μｓである。数式１によれば、９０％コヒーレント帯域幅は約１０ｋＨｚとな
り、数式２によれば、５０％コヒーレント帯域幅は約１００ｋＨｚとなる。１　ＲＥの周
波数帯域幅は１５ｋＨｚであるから、９０％コヒーレント帯域幅は約１　ＲＥ間隔、５０
％コヒーレント帯域幅は約６　ＲＥ間隔となる。したがって、チャネル推定において、参
照信号の補間法（Ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ）を行うために、参照信号間の間隔は、周
波数領域で６　ＲＥ未満、補外法（Ｅｘｔｒａｐｏｌａｔｉｏｎ）を行うためには１　Ｒ
Ｅにすることが好ましい。
【００７３】
　１リソースブロックをデータ伝送の最小単位とする場合、ＤＲＳを１リソースブロック
内の周波数領域で１２　ＲＥに均一に配置することを考慮すると、リソースブロックの各
端部に参照信号を配置し、リソースブロックの中間に参照信号を配置する構造を考えるこ
とができる。例えば、１　ＯＦＤＭシンボルで周波数領域上の１番目、６番目及び１１番
目のＲＥ（または２番目、７番目及び１２番目のＲＥ）に参照信号を配置させることがで
きる。このような構造は、效率的に参照信号を使用しながら補間法を效果的に行うことが
できる利点があり、１２番目（または１番目）のＲＥは、１１番目（または２番目）のＲ
Ｅと９０％コヒーレント帯域幅内にあるため、補外（Ｅｘｔｒａｐｏｌａｔｉｏｎ）され
たチャネルや隣接ＲＥのチャネルを複製（ｃｏｐｙ）して使用しても性能に大差はない。
【００７４】
　一方、ＤＲＳは、データ伝送に用いられるプリコーディング重み値（Ｐｒｅｃｏｄｉｎ
ｇ　ｗｅｉｇｈｔ）と同じ重み値を用いて伝送され、伝送レイヤー（アンテナポート）の
数によって参照信号の密度が変わることがある。
【００７５】
　図７は、上述した設計基準に基づく１　リソースブロック（１４　ＯＦＤＭシンボル×
１２副搬送波）においてＣＲＳ及びＤＲＳの配置パターンの一例を示す図である。
【００７６】
　図７に示すＣＲＳは、アンテナポートインデックス０乃至３を支援するための参照信号
位置を全て表示したが、それらのうち、一部のアンテナポートのみが用いられてもよい。
例えば、アンテナポートインデックス０乃至１（２伝送アンテナ）のためのＣＲＳのみ用
いられることもあり、アンテナポートインデックス０（単一伝送アンテナ）のためのＣＲ
Ｓのみ用いられることもある。
【００７７】
　図７（ａ）は、１リソースブロック内でＤＲＳが総１２個のＲＥ上に配置された例を示
し、図７（ｂ）は、１リソースブロック内でＤＲＳが総２４個のＲＥ上に配置された例を
示している。図７（ｂ）のようなＤＲＳパターンは、伝送レイヤーの数がより多い場合に
用いることができる。例えば、図７（ａ）のようなＤＲＳパターンは、伝送レイヤーの数
が１乃至２個の時に、図７（ｂ）のようなＤＲＳパターンは、伝送レイヤーの数が３乃至
８個の時に用いることができる。しかし、これに制限されるものではなく、伝送レイヤー
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の個数に従って適切なＤＲＳパターンを用いればよい。
【００７８】
　チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
　既存のアンテナ構成を有するシステム（例えば、４伝送アンテナを支援するＬＴＥリリ
ーズ８システム）に比べて拡張されたアンテナ構成を有するシステム（例えば、８伝送ア
ンテナを支援するＬＴＥ－Ａシステム）では、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を獲得するた
めの新しい参照信号の伝送が要求される。前述したＣＲＳは、アンテナポート０乃至３の
ための参照信号であるゆえに、拡張されたアンテナポート上のチャネル状態を獲得するこ
とができる新しい参照信号が追加的に設計されることが要求される。
【００７９】
　データ復調のために要求されるチャネル情報に比べて、ＣＳＩを獲得するためのチャネ
ル情報の場合には、参照信号を用いたチャネル推定の正確度が相対的に低くてもＣＳＩを
獲得するのに十分である。そのため、ＣＳＩを獲得を目的で設計される参照信号（ＣＳＩ
－ＲＳ）は、既存の参照信号に比べて相対的に低い密度を有するように設計することがで
きる。例えば、時間上で２ｍｓ、５ｍｓ、１０ｍｓ、４０ｍｓなどのデューティサイクル
（Ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）でＣＳＩ－ＲＳを伝送でき、周波数上では６ＲＥまたは１２Ｒ
Ｅ間隔を有するＲＳを伝送することができる。ここで、デューティサイクルは、伝送に用
いられるアンテナポートに対する参照信号を全部獲得できる時間単位を意味する。また、
ＣＳＩ－ＲＳは、周波数上で全帯域にわたって伝送されることが可能である。
【００８０】
　１サブフレームで伝送されるＣＳＩ－ＲＳのオーバーヘッドを減らすために、各アンテ
ナポートのための参照信号が、互いに異なるサブフレーム上で伝送されてもよい。ただし
、デューティサイクル内で、拡張された伝送アンテナによる全てのアンテナポートを支援
可能なＣＳＩ－ＲＳが伝送されなければならない。例えば、８個のアンテナポートを支援
するＣＳＩ－ＲＳがあるとすれば、４個のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは第１の
サブフレームで伝送し、残りの４個のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは、第２のサ
ブフレームで伝送することができる。この場合、第１及び第２のサブフレームは、時間上
連続するサブフレームであってもよく、任意の時間間隔（デューティサイクルよりも小さ
い値）を有するサブフレームであってよい。
【００８１】
　以下では、ＣＳＩ－ＲＳパターンに対する本発明の様々な実施例について説明する。
【００８２】
　実施例１
　実施例１によれば、ＣＲＳの配置されているＯＦＤＭシンボルにＣＳＩ－ＲＳが位置で
きる。具体的に、ＣＲＳは、一般ＣＰの場合に、１番目、２番目、５番目、８番目、９番
目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルに位置し、拡張されたＣＰの場合に、１番目、２番目
、４番目、７番目、８番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボルに位置する。ＣＳＩ－ＲＳを
配置するにあって、制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が位置する１番目乃至３番目のＯＦＤＭ
シンボルを排除すると、ＣＳＩ－ＲＳは、一般ＣＰの場合に、５番目、８番目、９番目及
び１２番目のＯＦＤＭシンボルに位置し、拡張されたＣＰの場合に、４番目、７番目、８
番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボルに位置できる。
【００８３】
　１サブフレーム内に位置するＣＳＩ－ＲＳは、既存のＣＲＳと同じ周波数間隔（すなわ
ち、３ＲＥ間隔）を有するように設計することができる。
【００８４】
　具体的に、ＣＳＩ－ＲＳの配置されるＲＥは、周波数上等間隔で配置することができる
。一つのアンテナポートの観点で、参照信号は周波数領域で６ＲＥ間隔（すなわち、６副
搬送波間隔）で配置され、他のアンテナポートのための参照信号が配置されるＲＥとは周
波数領域で３ＲＥ間隔で配置されることがある。この場合、ＣＲＳの存在するＯＦＤＭシ
ンボルにおいて、ＣＲＳの配置されているＲＥ以外のＲＥを用いてＣＳＩ－ＲＳを伝送す
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ることができる。ＣＲＳの位置している一つのＯＦＤＭシンボルには３ＲＥ間隔で参照信
号が位置し、ＣＲＳのためのＲＥの間にデータのためのＲＥが２個存在する。ＣＲＳの存
在するＯＦＤＭシンボルにおいて、データのためのＲＥの一部をＣＳＩ－ＲＳのためのＲ
Ｅとして用いることができる。
【００８５】
　１リソースブロック（一般ＣＰの場合、１４　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波、また
は、拡張されたＣＰの場合、１２　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波）において、８個の
ＲＥをＣＳＩ－ＲＳのために用いることができる。そのために、１リソースブロックで２
　ＯＦＤＭシンボルを用いることができ、各ＯＦＤＭシンボルにおいて４個ずつのＲＥに
ＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。
【００８６】
　以下では、図８を参照して、ＦＤＭ、ＴＤＭ及び／またはＣＤＭ方式でＣＳＩ－ＲＳを
配置する方案について説明する。図８（ａ）乃至図８（ｃ）で、左図は、一般ＣＰの場合
におけるＣＳＩ－ＲＳパターンであり、右図は、拡張されたＣＰの場合におけるＣＳＩ－
ＲＳパターンである。図８（ａ）乃至図８（ｃ）に示すＣＳＩ－ＲＳの位置は例示的なも
のであり、これに限定されるものではない。また、図８についての説明は、図９乃至図１
２におけるＣＳＩ－ＲＳパターンの変形例に同一に適用可能である。
【００８７】
　図８（ａ）に示すように、第１のＯＦＤＭシンボル上の１２個のＲＥのうち、４個のＲ
ＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、２個のＲＥは、アンテナポートインデックス
０（Ｃ０）のために用い、残り２個のＲＥはアンテナポートインデックス１（Ｃ１）のた
めに用いられることが可能である。第２のＯＦＤＭシンボル上の１２個のＲＥのうち、４
個のＲＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、２個のＲＥはアンテナポートインデッ
クス２（Ｃ２）のために用い、残り２個のＲＥはアンテナポートインデックス３（Ｃ３）
のために用いられることが可能である。この場合に、ＣＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦ
ＤＭシンボル（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル）において同一の副搬送波位置にＣＳＩ
－ＲＳを配置することができる。このようなＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて、アンテナポ
ートインデックス０及び１のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ０及びＣ１）はＦＤＭ方式で区別さ
れ、アンテナポートインデックス２及び３のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ２及びＣ３）はＦＤ
Ｍ方式で区別されるといえる。また、アンテナポートインデックス０及び２のためのＣＳ
Ｉ－ＲＳ（Ｃ０及びＣ２）はＴＤＭ方式で区別され、アンテナポートインデックス１及び
３のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ１及びＣ３）はＴＤＭ方式で区別されるといえる。
【００８８】
　図８（ｂ）に示すように、第１のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥのうち、４個のＲＥ
がＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、４個のＲＥをそれぞれアンテナポートインデッ
クス０乃至３のために用いることができる。第２のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥのう
ち、４個のＲＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、４個のＲＥをそれぞれアンテナ
ポートインデックス０乃至３のために用いることができる。ＣＳＩ－ＲＳの配置される２
　ＯＦＤＭシンボル（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル）において同一の副搬送波位置に
ＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。この場合に、ＣＳＩ－ＲＳのために割り当てられ
たＲＥにいずれかのアンテナポートを定義する時に、第１のＯＦＤＭシンボルのＲＥと第
２のＯＦＤＭシンボルにおける同一の副搬送波位置のＲＥとは、互いに異なるアンテナポ
ートのために定義されるとよい。例えば、第１のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥ内に、
ＣＳＩ－ＲＳのために割り当てられた４個のＲＥが順にアンテナポートインデックス０、
１、２及び３のためにそれぞれ割り当てられた場合に（Ｃ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３）、第２
のＯＦＤＭシンボルにおける同一の副搬送波位置の４個のＲＥには順に、アンテナポート
インデックス２、３、０及び１のためにそれぞれ割り当てられることが可能である（Ｃ２
、Ｃ３、Ｃ０、Ｃ１）。このようなＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて、一つのＯＦＤＭシン
ボル上で４個のアンテナポートはＦＤＭ方式で区別されるといえ、または、互いに異なる
アンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳが互いに異なるＯＦＤＭシンボル上に配置されるの
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で、これらはＴＤＭ方式で区別されるといえる。
【００８９】
　図８（ｃ）に示すように、同一の副搬送波位置で２　ＯＦＤＭシンボルにわたって２個
のアンテナポートに対する参照信号がＣＤＭ方式で多重化されてもよい。すなわち、時間
上で連接する２個のＲＥにわたってアンテナポートインデックス０のためのＣＳＩ－ＲＳ
（Ｃ０）を配置し、同一のリソース要素上にアンテナポートインデックス１のためのＣＳ
Ｉ－ＲＳ（Ｃ１）を配置し、Ｃ０及びＣ１は、互いに異なるコードリソース（例えば、長
さ２の直交カバーコード（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｖｅｒ　Ｃｏｄｅ；ＯＣＣ））を
用いて多重化することができる。同様に、時間上で連接する２個のＲＥにわたってアンテ
ナポートインデックス２のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ２）を配置し、同一のリソース要素上
にアンテナポートインデックス３のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ３）を配置し、Ｃ２及びＣ３
は、互いに異なるコードリソースを用いて多重化することができる。このような方式は、
時間領域にわたって配置されたＣＳＩ－ＲＳを直交コードリソースを用いて区別するもの
で、ＣＤＭ－Ｔ方式の多重化といえよう。
【００９０】
　ＣＳＩ－ＲＳが多重化される方式は、図８（ａ）乃至図８（ｃ）で説明する方式に制限
されるものではなく、ＴＤＭ、ＦＤＭ及び／またはＣＤＭの種々の方式で具現することが
できる。
【００９１】
　図９乃至図１２は、上述したＣＳＩ－ＲＳ配置方法による様々な実施例を示す図である
。図９乃至図１２で、左図は一般ＣＰの場合、右図は拡張されたＣＰの場合におけるＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンを示す。
【００９２】
　図９乃至図１２に示すＣＲＳは、アンテナポートインデックス０乃至３を支援するため
の参照信号位置を全て表示したが、その一部のアンテナポートのみ用いられてもよい。例
えば、アンテナポートインデックス０乃至１（２伝送アンテナ）のためのＣＲＳのみ用い
られてもよく、アンテナポートインデックス０（単一伝送アンテナ）のためのＣＲＳのみ
用いられてもよい。
【００９３】
　本実施例１に係る図９乃至図１２において、前述したように、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳ
が配置されるＯＦＤＭシンボルのうちの２　ＯＦＤＭシンボル上に配置される。すなわち
、ＣＳＩ－ＲＳは、一般ＣＰの場合に、５番目、８番目、９番目及び１２番目のＯＦＤＭ
シンボルうちの２　ＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張されたＣＰの場合に、４番目、７
番目、８番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボルのうちの２　ＯＦＤＭシンボル上に位置で
きる。
【００９４】
　具体的に、図９（ａ）では、ＣＳＩ－ＲＳが、一般ＣＰの場合に、５番目及び８番目の
ＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張されたＣＰの場合に、４番目及び７番目のＯＦＤＭシ
ンボル上に位置する。図９（ｂ）では、ＣＳＩ－ＲＳが、一般ＣＰの場合に、５番目及び
９番目のＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張されたＣＰの場合に、４番目及び８番目のＯ
ＦＤＭシンボル上に位置する。図９（ｃ）では、ＣＳＩ－ＲＳが、一般ＣＰの場合に、５
番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張されたＣＰの場合に、４番目及び
１０番目のＯＦＤＭシンボル上に位置する。図１０（ａ）では、ＣＳＩ－ＲＳが、一般Ｃ
Ｐの場合に、８番目及び９番目のＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張されたＣＰの場合に
、７番目及び８番目のＯＦＤＭシンボル上に位置する。図１０（ｂ）では、ＣＳＩ－ＲＳ
が、一般ＣＰの場合に、８番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボル上に位置し、拡張された
ＣＰの場合に、７番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボル上に位置する。図１０（ｃ）では
、ＣＳＩ－ＲＳが、一般ＣＰの場合に、９番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボル上に位置
し、拡張されたＣＰの場合に、８番目及び１０番目のＯＦＤＭシンボル上に位置する。
【００９５】
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　図９乃至図１０の実施例では、ＣＳＩ－ＲＳが一つのＯＦＤＭシンボルで２番目、５番
目、８番目及び１２番目の副搬送波上に配置されるパターンを示す。
【００９６】
　図１１（ａ）、図１１（ｂ）、図１１（ｃ）、図１２（ａ）、図１２（ｂ）及び図１２
（ｃ）で、ＣＳＩ－ＲＳの配置されるＯＦＤＭシンボルは、図９（ａ）、図９（ｂ）、図
９（ｃ）、図１０（ａ）、図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）でＣＳＩ－ＲＳの配置されるＯ
ＦＤＭシンボルに対応し、各ＯＦＤＭシンボル上でＣＳＩ－ＲＳが配置される副搬送波位
置のみ異なる。すなわち、図１１乃至図１２の実施例では、ＣＳＩ－ＲＳが一つのＯＦＤ
Ｍシンボルで１番目、４番目、７番目及び１０番目の副搬送波上に配置されるパターンを
示す。
【００９７】
　実施例２
　実施例２によれば、ＣＲＳの配置されていないＯＦＤＭシンボルにＣＳＩ－ＲＳを配置
することができる。ＣＲＳの配置されないＯＦＤＭシンボルには、ＤＲＳの位置するＯＦ
ＤＭシンボルとデータ信号のみ位置するＯＦＤＭシンボルとが存在する。ＤＲＳの副搬送
波間隔がＣＳＩ－ＲＳの副搬送波間隔と異なるように設計される場合に、ＤＲＳとＣＳＩ
－ＲＳとが同一のＯＦＤＭシンボル上に位置するようになると、それらの間に衝突（ｃｏ
ｌｌｉｓｉｏｎ）が生じうる。参照信号は、データに比べて高い電力で伝送されるため、
参照信号間の衝突は、参照信号とデータとの衝突に比べて、参照信号を用いたチャネル推
定性能を大きく低下させてしまう。ＤＲＳは配置されておらず、データ信号のみ配置され
るＯＦＤＭシンボル上に、ＣＳＩ－ＲＳが配置される場合に、ＣＳＩ－ＲＳとデータとの
衝突が発生しても、ＣＳＩ－ＲＳを用いて受信側でチャネルを推定するのには大きな問題
はない。このような点を考慮して、ＤＲＳの配置パターンに従って種々のＣＳＩ－ＲＳ配
置パターンを設計することができる。
【００９８】
　一般ＣＰの場合における１リソースブロック（１４　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波
）において、ＣＲＳの配置されないＯＦＤＭシンボルは、３番目、４番目、６番目、７番
目、１０番目、１１番目、１３番目及び１４番目のＯＦＤＭシンボルである。拡張された
ＣＰの場合における１リソースブロック（１２　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波）にお
いて、ＣＲＳの配置されないＯＦＤＭシンボルは、３番目、５番目、６番目、９番目、１
１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルである。また、制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、
１番目乃至２番目（または３番目）のＯＦＤＭシンボルに割り当てられるとよく、ＣＳＩ
－ＲＳはこれらＯＦＤＭシンボル上に配置されないように設計することができる。ＤＲＳ
の位置するＯＦＤＭシンボルを考慮すると、例えば、図７のようなＤＲＳパターンが用い
られる場合に、ＤＲＳは、一般ＣＰの場合に６番目、７番目、１３番目及び１４番目のＯ
ＦＤＭシンボルに配置できる。同様に、ＤＲＳは、拡張されたＣＰの場合に、５番目、６
番目、１１番目及び１２番目のＯＦＤＭシンボルに配置できる。そのため、ＤＲＳは位置
せず、データ信号のみ位置するＯＦＤＭシンボル上にＣＳＩ－ＲＳを配置するとすれば、
一般ＣＰの場合に、ＣＳＩ－ＲＳは、（３番目）、４番目、１０番目及び１１番目のＯＦ
ＤＭシンボル上に位置でき、拡張されたＣＰの場合に、ＣＳＩ－ＲＳは、（３番目）、９
番目のＯＦＤＭシンボル上に位置できる。
【００９９】
　前述したように、基本的には、ＣＲＳの位置しないＯＦＤＭシンボルにＣＳＩ－ＲＳを
配置できるが、４伝送アンテナ伝送のためのＣＲＳを用いる場合に、ＣＲＳのために割り
当てられたＲＥのうちの一部をＣＳＩ－ＲＳのために用いてもよい。
【０１００】
　例えば、１サブフレームの２番目のスロットで、アンテナポートインデックス２及び３
のためのＣＲＳが存在するＯＦＤＭシンボル（一般ＣＰの場合に９番目のＯＦＤＭシンボ
ル、拡張されたＣＰの場合に、８番目のＯＦＤＭシンボル）において、ＣＲＳのために割
り当てられたＲＥ位置（図５及び図６のＲ２及びＲ３）にＣＳＩ－ＲＳを配置することが
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できる。これを、アンテナポート２及び３のためのＣＲＳリソース要素の再使用（ｒｅｕ
ｓｅ）ということができる。
【０１０１】
　この場合、拡張されたＣＰの場合にアンテナポートインデックス２及び３のためのＣＲ
Ｓの位置にＣＳＩ－ＲＳが配置されると、ＣＳＩ－ＲＳを解析できない既存の端末（例え
ば、ＬＴＥリリーズ８または９標準に基づく端末）で参照信号を解析する際に不明確性（
ａｍｂｉｇｕｉｔｙ）が生じることがある。そのため、一般ＣＰの場合には、単一伝送ア
ンテナ、２伝送アンテナ及び４伝送アンテナ伝送であることを認識できるように、最大４
個の伝送アンテナポートのために構成されるＣＲＳを指定できる反面、拡張されたＣＰの
場合には、単一伝送アンテナ、２伝送アンテナ伝送までを認識できるように、最大２個の
伝送アンテナポートのために構成されるＣＲＳのみ指定できる。
【０１０２】
　または、１サブフレームの１番目のスロットにおいてアンテナポート２及び３のための
ＣＲＳが割り当てられるＯＦＤＭシンボル（２番目のＯＦＤＭシンボル）で、ＣＲＳのた
めに割り当てられたＲＥ位置にＣＳＩ－ＲＳを配置してもよい。
【０１０３】
　または、アンテナポートインデックス０及び１のためのＣＲＳが割り当てられるＯＦＤ
Ｍシンボル（一般ＣＰの場合に、１サブフレームで１番目、５番目、８番目及び１２番目
のＯＦＤＭシンボル）のいずれか一つにおいて、ＣＲＳのために割り当てられたＲＥにＣ
ＳＩ－ＲＳを配置してもよい。
【０１０４】
　このようにしてＣＳＩ－ＲＳの配置されるＯＦＤＭシンボルを決定することができ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳは、１サブフレームで２　ＯＦＤＭシンボル上に配置されることが可能である
。周波数領域上でＣＳＩ－ＲＳは等間隔に配置することができる。一つのアンテナポート
の観点から、参照信号は、周波数領域で６ＲＥ間隔（すなわち、６副搬送波間隔）で配置
され、他のアンテナポートのための参照信号が配置されるＲＥとは周波数領域で３ＲＥ間
隔で配置される。
【０１０５】
　１リソースブロック（一般ＣＰの場合は１４　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波、また
は拡張されたＣＰの場合は１２　ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波）で８個のＲＥをＣＳ
Ｉ－ＲＳのために用いることができる。そのために、１リソースブロックで２　ＯＦＤＭ
シンボルを用いることができ、各ＯＦＤＭシンボルにおいて４個ずつのＲＥにＣＳＩ－Ｒ
Ｓを配置することができる。
【０１０６】
　以下では、図１３を参照してＦＤＭ、ＴＤＭ及び／またはＣＤＭ方式でＣＳＩ－ＲＳを
配置する方案について説明する。図１３（ａ）乃至図１３（ｃ）で、左図は、一般ＣＰの
場合におけるＣＳＩ－ＲＳパターンであり、右図は、拡張されたＣＰの場合におけるＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンである。図１３（ａ）乃至図１３（ｃ）に示すＣＳＩ－ＲＳの位置は例
示的なもので、これに限定されることはない。また、図１３についての説明は、図１４乃
至図３６のＣＳＩ－ＲＳパターンの種々の変形例にも同一に適用することができる。
【０１０７】
　図１３（ａ）に示すように、第１のＯＦＤＭシンボル上の１２個のＲＥのうち、４個の
ＲＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、２個のＲＥはアンテナポートインデックス
０（Ｃ０）のために用い、残り２個のＲＥはアンテナポートインデックス１（Ｃ１）のた
めに用いることができる。第２のＯＦＤＭシンボル上の１２個のＲＥのうち、４個のＲＥ
がＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、２個のＲＥは、アンテナポートインデックス２
（Ｃ２）のために用い、残り２個のＲＥは、アンテナポートインデックス３（Ｃ３）のた
めに用いることができる。この場合、ＣＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦＤＭシンボル（
第１及び第２のＯＦＤＭシンボル）において同一の副搬送波位置にＣＳＩ－ＲＳを配置す
ることができる。このようなＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて、アンテナポートインデック
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ス０及び１のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ０及びＣ１）はＦＤＭ方式で区別され、アンテナポ
ートインデックス２及び３のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ２及びＣ３）はＦＤＭ方式で区別さ
れるといえる。また、アンテナポートインデックス０及び２のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ０
及びＣ２）はＴＤＭ方式で区別され、アンテナポートインデックス１及び３のためのＣＳ
Ｉ－ＲＳ（Ｃ１及びＣ３）はＴＤＭ方式で区別されるといえる。
【０１０８】
　図１３（ｂ）に示すように、第１のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥのうち、４個のＲ
ＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、４個のＲＥをそれぞれアンテナポートインデ
ックス０乃至３のために用いることができる。第２のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥの
うち、４個のＲＥがＣＳＩ－ＲＳのために用いられる時に、４個のＲＥをそれぞれアンテ
ナポートインデックス０乃至３のために用いることができる。ＣＳＩ－ＲＳの配置される
２　ＯＦＤＭシンボル（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル）において同一の副搬送波位置
にＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。この場合、ＣＳＩ－ＲＳのために割り当てられ
たＲＥにいずれかのアンテナポートを定義する際に、第１のＯＦＤＭシンボルのＲＥと第
２のＯＦＤＭシンボルの同一の副搬送波位置のＲＥは、互いに異なるアンテナポートのた
めに定義できる。例えば、第１のＯＦＤＭシンボルの１２個のＲＥ内に、ＣＳＩ－ＲＳの
ために割り当てられた４個ＲＥが順にアンテナポートインデックス０、１、２及び３のた
めにそれぞれ割り当てられた場合に（Ｃ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３）、第２のＯＦＤＭシンボ
ルの同一の副搬送波位置の４個のＲＥは順に、アンテナポートインデックス２、３、０及
び１のためにそれぞれ割り当てられるとよい（Ｃ２、Ｃ３、Ｃ０、Ｃ１）。このようなＣ
ＳＩ－ＲＳパターンにおいて、一つのＯＦＤＭシンボル上で４個のアンテナポートはＦＤ
Ｍ方式で区別されるといえ、または、互いに異なるアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ
が、互いに異なるＯＦＤＭシンボル上に配置されるので、これらはＴＤＭ方式で区別され
るといえる。
【０１０９】
　図１３（ｃ）に示すように、同一の副搬送波位置で２　ＯＦＤＭシンボルにわたって２
個のアンテナポートに対する参照信号がＣＤＭ方式で多重化されてもよい。すなわち、同
一の副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置する２個のＲＥにわたってアンテ
ナポートインデックス０のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ０）が配置され、同一リソース要素上
にアンテナポートインデックス１のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ１）が配置され、Ｃ０及びＣ
１は、互いに異なるコードリソース（例えば、長さ２のＯＣＣ）を用いて多重化されても
よい。同様に、同一副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置する２個のＲＥに
わたって、アンテナポートインデックス２のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ２）が配置され、同
一リソース要素上にアンテナポートインデックス３のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ３）が配置
され、Ｃ２及びＣ３は、互いに異なるコードリソースを用いて多重化されてもよい。この
ような方式は、時間領域にわたって配置されたＣＳＩ－ＲＳをコードリソースを用いて区
別するもので、ＣＤＭ－Ｔ方式の多重化ということができる。
【０１１０】
　図１３（ｄ）では、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳがＣＤＭ方式で多重化
されるパターンを示している。同一の副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置
する２個のＲＥにわたって、アンテナポートインデックス０のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ０
）が配置され、同一リソース要素上にアンテナポートインデックス１のためのＣＳＩ－Ｒ
Ｓ（Ｃ１）が配置され、Ｃ０及びＣ１は、互いに異なるコードリソース（例えば、長さ２
のＯＣＣ）を用いて多重化できる。また、同一の副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシン
ボルに位置する２個のＲＥにわたって、アンテナポートインデックス２のためのＣＳＩ－
ＲＳ（Ｃ２）が配置され、同一リソース要素上にアンテナポートインデックス３のための
ＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ３）が配置され、Ｃ２及びＣ３は、互いに異なるコードリソースを用い
て多重化できる。また、同一の副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置する２
個のＲＥにわたって、アンテナポートインデックス４のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ４）が配
置され、同一リソース要素上にアンテナポートインデックス５のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ
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５）が配置され、Ｃ４及びＣ５は、互いに異なるコードリソースを用いて多重化できる。
また、同一の副搬送波上で互いに異なるＯＦＤＭシンボルに位置する２個のＲＥにわたっ
て、アンテナポートインデックス６のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ６）が配置され、同一リソ
ース要素上にアンテナポートインデックス７のためのＣＳＩ－ＲＳ（Ｃ７）が配置され、
Ｃ６及びＣ７は、互いに異なるコードリソースを用いて多重化できる。
【０１１１】
　ＣＳＩ－ＲＳが多重化される方式は、図１３（ａ）乃至図１３（ｃ）で説明する方式に
制限されるものではなく、ＴＤＭ、ＦＤＭ及び／またはＣＤＭの様々な方式で具現するこ
とができる。
【０１１２】
　図１４乃至図３６は、上述したＣＳＩ－ＲＳ配置方法による種々の実施例を示す図であ
る。図１４乃至図３６で、左図は一般ＣＰの場合おけるＣＳＩ－ＲＳパターン、右図は拡
張されたＣＰの場合におけるＣＳＩ－ＲＳパターンである。
【０１１３】
　図１４乃至図３６に示すＣＲＳは、アンテナポートインデックス０乃至３を支援するた
めの参照信号位置を全て表示したが、その一部のアンテナポートのみ用いられてもよい。
例えば、アンテナポートインデックス０乃至１（２伝送アンテナ）のためのＣＲＳのみ用
いられてもよく、アンテナポートインデックス０（単一伝送アンテナ）のためのＣＲＳの
み用いられてもよい。
【０１１４】
　また、図１４乃至図３６に示すＣＳＩ－ＲＳパターンは、周波数シフト可能である。周
波数シフトはセル別に行われることが可能である。すなわち、セル別にＣＳＩ－ＲＳの周
波数領域上の位置をシフトして異ならせることができる。例えば、ＣＳＩ－ＲＳが３副搬
送波ごとに位置する場合に、第１のセルは３ｋの副搬送波上に、第２のセルは３ｋ＋１の
副搬送波上に、第３のセルは３ｋ＋２副搬送波上に配置させることができる。また、ＣＳ
Ｉ－ＲＳとＣＲＳは、同一のオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）で周波数シフトしてもよい。
【０１１５】
　また、図１４乃至図３６に示すＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて、ＣＲＳの位置する副搬
送波と同一の副搬送波位置にＣＳＩ－ＲＳが位置する場合に、１副搬送波または２副搬送
波だけシフトした位置にＣＳＩ－ＲＳが定義されてもよい。
【０１１６】
　以下では、まず、図１４乃至図１９に示すＣＳＩ－ＲＳパターンについて説明し、図２
０乃至図３６のＣＳＩ－ＲＳパターンについて説明する。
【０１１７】
　図１４乃至図１９に示すように、ＣＳＩ－ＲＳは、１サブフレームで２　ＯＦＤＭシン
ボル上に配置され、各ＯＦＤＭシンボルで４副搬送波位置に配置されることで、全体８Ｒ
ＥにＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。
【０１１８】
　ＣＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦＤＭシンボルは両方も、ＣＲＳ及びＤＲＳが配置さ
れないＯＦＤＭシンボルでよい（図１５（ａ）、図１５（ｂ）、及び図１８（ａ）の一般
ＣＰの場合）。
【０１１９】
　または、ＣＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦＤＭシンボルのいずれか一ＯＦＤＭシンボ
ル上における４個のＲＥは、既存のＣＲＳの配置されているＲＥを再使用（ｒｅｕｓｅ）
する形態で配置されてもよい（図１４（ａ）、図１４（ｂ）、図１４（ｃ）、図１５（ｃ
）、図１６（ｂ）、図１７（ａ）、図１７（ｂ）、図１８（ａ）の拡張されたＣＰの場合
、図１８（ｂ）の一般ＣＰの場合、及び図１８（ｃ））。特に、図１７（ｂ）の場合に、
アンテナポートインデックス２及び３に対するＣＲＳが割り当てられているＲＥをＣＳＩ
－ＲＳのために再使用する場合に、２伝送アンテナ伝送を支援するＣＲＳまでしか指定で
きない。
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【０１２０】
　または、ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボル上の８個のＲＥが、既存のＣ
ＲＳの配置されているＲＥを再使用する形態で配置されてもよい（図１６（ａ）、図１６
（ｃ）、図１７（ｃ）、及び図１８（ｂ）の拡張されたＣＰの場合）。
【０１２１】
　図１９（ａ）及び図１９（ｂ）の実施例は、図１４（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンにお
いて周波数位置が１副搬送波または２副搬送波だけシフトした変形例に該当する。
【０１２２】
　次に、図２０乃至図３６のＣＳＩ－ＲＳパターンについて説明する。図２０乃至図３６
の実施例において、ＣＳＩ－ＲＳは、１サブフレームで２　ＯＦＤＭシンボル上に配置さ
れ、１　ＯＦＤＭシンボルで４副搬送波位置に配置されることで、合計８ＲＥにＣＳＩ－
ＲＳを配置することができる。
【０１２３】
　ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボルは両方とも、ＣＲＳ及びＤＲＳが配置
されないＯＦＤＭシンボルでよい（図２９（ａ）の一般ＣＰの場合、及び図３６（ａ）の
一般ＣＰの場合）。
【０１２４】
　または、ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボルのいずれか一ＯＦＤＭシンボ
ルは、ＣＲＳ及びＤＲＳが配置されないＯＦＤＭシンボルであり、残り他のＯＦＤＭシン
ボル上の４個のＲＥは、既存のＣＲＳが配置されているＲＥを再使用する形態で配置され
てもよい（図２１（ａ）、図２４（ａ）の一般ＣＰの場合、図２５（ａ）の一般ＣＰの場
合、図２６（ａ）の一般ＣＰの場合、図２８（ａ）、図２８（ｂ）、図２８（ｃ）、図２
９（ａ）の拡張されたＣＰの場合、図２９（ｂ）、図３０（ｃ）、図３２（ａ）の一般Ｃ
Ｐの場合、図３３（ｃ）の一般ＣＰの場合、及び図３６（ａ）の拡張されたＣＰの場合）
。
【０１２５】
　または、ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボルのいずれか一ＯＦＤＭシンボ
ルは、ＣＲＳ及びＤＲＳが配置されないＯＦＤＭシンボルであり、残り他のＯＦＤＭシン
ボルは、ＤＲＳが配置されているＯＦＤＭシンボルでよい（図２２（ｃ）の一般ＣＰの場
合、図２６（ｂ）の一般ＣＰの場合、図２９（ｃ）、図３４（ａ）の一般ＣＰの場合、図
３６（ｂ）の一般ＣＰの場合、及び図３６（ｃ）の一般ＣＰの場合）。
【０１２６】
　または、ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボルのいずれか一ＯＦＤＭシンボ
ルは、ＤＲＳが配置されるＯＦＤＭシンボルであり、残り他のＯＦＤＭシンボル上の４個
のＲＥは、既存のＣＲＳが配置されているＲＥを再使用する形態で配置されてもよい（図
２０（ａ）、図２１（ｃ）、図２２（ａ）、図２２（ｂ）、図２２（ｃ）の拡張されたＣ
Ｐの場合、図２３（ａ）、図２４（ｃ）、図２５（ｃ）、図２６（ｂ）の拡張されたＣＰ
の場合、図２６（ｃ）、図３１（ｂ）、図３２（ｃ）、図３３（ｂ）、図３４（ａ）の拡
張されたＣＰの場合、図３４（ｂ）、図３６（ｂ）の拡張されたＣＰの場合、及び図３６
（ｃ）の拡張されたＣＰの場合）。
【０１２７】
　または、ＣＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦＤＭシンボルが両方も、ＤＲＳの配置され
ているＯＦＤＭシンボルでよい（図２３（ｂ））。
【０１２８】
　または、ＣＳＩ－ＲＳが配置される２　ＯＦＤＭシンボル上の８個のＲＥが、既存のＣ
ＲＳが配置されているＲＥを再使用する形態で配置されてもてもよい（図２０（ｂ）、図
２０（ｃ）、図２１（ｂ）、図２３（ｃ）、図２４（ａ）の拡張されたＣＰの場合、図２
４（ｂ）、図２５（ａ）の拡張されたＣＰの場合、図２５（ｂ）、図２６（ａ）の拡張さ
れたＣＰの場合、図３０（ａ）、図３０（ｂ）、図３０（ｃ）の拡張されたＣＰの場合、
図３１（ａ）、図３１（ｃ）、図３２（ａ）の拡張されたＣＰの場合、図３２（ｂ）、図
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３３（ａ）、図３３（ｃ）の拡張されたＣＰの場合）。
【０１２９】
　図２７（ａ）及び図２７（ｂ）の実施例は、図２２（ｃ）のＣＳＩ－ＲＳパターンにお
いて周波数位置が１副搬送波または２副搬送波だけシフトした変形例に該当する。図３５
（ａ）及び図３５（ｂ）の実施例は、図３４（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンにおいて周波
数位置が１副搬送波または２副搬送波だけシフトした変形例に該当する。
【０１３０】
　実施例３
　本実施例３は、上記の実施例１及び２で説明したＣＳＩ－ＲＳの時間軸上の位置（すな
わち、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるＯＦＤＭシンボル位置）の様々な例示に基づき、複数個
のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳが多重化される具体的な方式に関するものである
図３７及び図３８の実施例で説明するＣＳＩ－ＲＳの周波数位置は、前述したＣＳＩ－Ｒ
Ｓの時間軸上の位置に対する実施例１及び２の一般ＣＰの場合及び拡張されたＣＰの場合
の両方に適用することが可能である。
【０１３１】
　図３７に示すように、本実施例３では、１リソースブロック（時間上で１サブフレーム
×周波数上で１２個の副搬送波）において８個のＲＥ（２　ＯＦＤＭシンボル、及び各Ｏ
ＦＤＭシンボル当たり４個のＲＥ）がＣＳＩ－ＲＳのために用いられるとする。図３７（
ａ）のパターン１において、２　ＯＦＤＭシンボルの位置は、前述した実施例１及び２で
提案した様々なＯＦＤＭシンボル位置に対応することができる。それぞれのＯＦＤＭシン
ボル上に位置するＣＳＩ－ＲＳは、３ＲＥ間隔で配置できる。また、図３７（ａ）のパタ
ーン１に示すＣＳＩ－ＲＳの位置は、周波数上で１ＲＥだけシフトしたり（パターン２）
、または２ＲＥだけシフトしたりすることがある（パターン３）。
【０１３２】
　図３７（ｂ）には、後述する図３８（ｂ）のＣＤＭ－Ｔ形態のＣＳＩ－ＲＳ配置例示に
対して周波数シフトした具体的な例を示している。図３７（ｃ）には、後述する図３８（
ｂ）のＣＤＭ－Ｔ形態のＣＳＩ－ＲＳ配置例示がリソースブロック上に配置された例を示
している。具体的に、２　ＯＦＤＭシンボルは、一般ＣＰの場合に、１リソースブロック
上のＯＦＤＭシンボルインデックス９及び１０に配置され、拡張されたＣＰの場合にＯＦ
ＤＭシンボルインデックス７及び８に配置されることが可能である。
【０１３３】
　ＣＳＩ－ＲＳを用いてＮ個の伝送アンテナのチャネルを獲得するように、Ｎ個のアンテ
ナポートのための独立した周波数／時間／コードリソースを割り当てることができる。す
なわち、Ｎ個のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳをＦＤＭ／ＴＤＭ／ＣＤＭ方式で多
重化できる。
【０１３４】
　図３８には、ＣＳＩ－ＲＳの多重化方式に関する種々の実施例を示す。図３８に示すＣ
ＳＩ－ＲＳの配置される２　ＯＦＤＭシンボルの位置は、前述した実施例１及び２で提案
した様々なＯＦＤＭシンボル位置に対応することができる。説明を明確にするために省略
したが、図３８を参照して以下に説明する様々な実施例においても、図３７（ａ）のパタ
ーン１乃至３で示していると同様に、ＣＳＩ－ＲＳのマッピングされるＲＥの位置は、周
波数上で１ＲＥまたは２ＲＥだけ周波数シフトできる。
【０１３５】
　図３８（ａ）の実施例では、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳ（Ａ、Ｂ、Ｃ
、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨ）を８個のＲＥにそれぞれマッピングできる。アンテナポートＡ
、Ｂ、Ｃ及びＤはＦＤＭ方式で区別できる。また、アンテナポートＥ、Ｆ、Ｇ及びＨはＦ
ＤＭ方式で区別できる。また、第１のアンテナポートグループ（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）と第
２のアンテナポートグループ（Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨ）とはＴＤＭ方式で区別できる。
【０１３６】
　図３８（ｂ）の実施例では、８個のアンテナポートのうち、２個のアンテナポートはＣ
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ＤＭ－Ｔ方式で多重化できる。例えば、アンテナポート０及び１を、長さ２の直交コード
（例えば、ウォルシュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて時間領
域で拡散することが可能である。すなわち、アンテナポートインデックス０及び１のそれ
ぞれに対するＣＳＩ－ＲＳは、時間領域でコードリソースによって拡散されて、同一ＲＥ
（第１のＯＦＤＭシンボルのＡ及び第２のＯＦＤＭシンボルのＡ）に配置される。アンテ
ナポート０及び１を取り上げて説明したが、８個のアンテナポートのうち任意の２個に対
してＣＤＭ－Ｔ方式の多重化を適用することができる。８個のアンテナポートは、２個の
アンテナポートで構成される４個のアンテナグループ（すなわち、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）に
グループ化でき、この４個のアンテナグループはＦＤＭ方式で区別できる。
【０１３７】
　図３８（ｃ）の実施例では、８個のアンテナポートのうち、２個のアンテナポートはＣ
ＤＭ－Ｆ方式で多重化できる。例えば、アンテナポート０及び１を、長さ２の直交コード
（例えば、ウォルシュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて周波数
領域で拡散することができる。すなわち、アンテナポートインデックス０及び１のそれぞ
れに対するＣＳＩ－ＲＳは、周波数領域でコードリソースによって拡散され、同一ＲＥ（
第１のＯＦＤＭシンボル上のＡ及びＡ）に配置される。アンテナポート０及び１を取り上
げて説明したが、８個のアンテナポートのうち任意の２個に対してＣＤＭ－Ｆ方式の多重
化を適用することができる。８個のアンテナポートは、２個のアンテナポートで構成され
る４個のアンテナグループ（すなわち、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）にグループ化でき、この４個
のアンテナグループはＦＤＭ／ＴＤＭ方式で区別できる。
【０１３８】
　図３８（ｄ）は、図３８（ｃ）と類似に、８個のアンテナポートのうち２個のアンテナ
ポートをＣＤＭ－Ｆ方式で多重化し、４個のアンテナグループはＦＤＭ／ＴＤＭ方式で多
重化する実施例である。ただし、ＣＤＭ－Ｆの適用されるＲＥ（例えば、ＡとＡ）の位置
が３ＲＥ間隔ではなく６ＲＥ間隔である点で、図３８（ｃ）の実施例と異なる。
【０１３９】
　図３８（ｅ）の実施例では、８個のアンテナポートのうち４個のアンテナポートをＣＤ
Ｍ－Ｆ方式で多重化できる。例えば、アンテナポート０、１、２及び３を、長さ４の直交
コード（例えば、ウォルシュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて
周波数領域で拡散することができる。すなわち、アンテナポートインデックス０、１、２
及び３のそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳは、周波数領域でコードリソースによって拡散さ
れ、同一ＲＥ（第１のＯＦＤＭシンボル上のＡ、Ａ、Ａ及びＡ）に配置される。アンテナ
ポート０、１、２及び３を取り上げて説明したが、８個のアンテナポートのうち任意の４
個に対してＣＤＭ－Ｆ方式の多重化を適用することができる。８個のアンテナポートは、
４個のアンテナポートで構成される２個のアンテナグループ（すなわち、Ａ及びＢ）にグ
ループ化でき、この２個のアンテナグループはＴＤＭ方式で区別できる。
【０１４０】
　図３８（ｆ）の実施例では、８個のアンテナポートのうち４個のアンテナポートをＣＤ
Ｍ方式で多重化できる。例えば、アンテナポート０、１、２及び３を、直交コード（例え
ば、ウォルシュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて時間領域及び
周波数領域で拡散することができる。すなわち、アンテナポートインデックス０、１、２
及び３のそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳは、時間領域及び周波数領域でコードリソースに
よって拡散され、同一ＲＥ（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル上のＡ、Ａ、Ａ及びＡ）に
配置される。アンテナポート０、１、２及び３を取り上げて説明したが、８個のアンテナ
ポートのうち任意の４個に対してＣＤＭ方式の多重化を適用することができる。８個のア
ンテナポートは、４個のアンテナポートで構成される２個のアンテナグループ（すなわち
、Ａ及びＢ）にグループ化でき、この２個のアンテナグループはＦＤＭ／ＴＤＭ方式で区
別できる。
【０１４１】
　図３８（ｇ）の実施例では、８個のアンテナポートのうち４個のアンテナポートをＣＤ
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Ｍ－Ｔ／Ｆ方式で多重化できる。例えば、アンテナポート０、１、２及び３を、直交コー
ド（例えば、ウォルシュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて時間
領域及び周波数領域で拡散することができる。すなわち、アンテナポートインデックス０
、１、２及び３のそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳは、時間領域及び周波数領域でコードリ
ソースによって拡散され、同一ＲＥ（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル上のＡ、Ａ、Ａ及
びＡ）に配置される。アンテナポート０、１、２及び３を取り上げて説明したが、８個の
アンテナポートのうち任意の４個に対してＣＤＭ方式の多重化を適用することができる。
８個のアンテナポートは、４個のアンテナポートで構成される２個のアンテナグループ（
すなわち、Ａ及びＢ）にグループ化でき、この２個のアンテナグループはＦＤＭ方式で区
別できる。
【０１４２】
　図３８（ｈ）の実施例では、８個のアンテナポートをＣＤＭ方式で多重化できる。例え
ば、アンテナポート０、１、２、３、４、５、６及び７を、直交コード（例えば、ウォル
シュコード、ＤＦＴコードまたはランダムコードなど）を用いて時間領域及び周波数領域
で拡散することができる。すなわち、アンテナポートインデックス０、１、２、３、４、
５、６及び７のそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳは、時間領域及び周波数領域でコードリソ
ースによって拡散され、同一ＲＥ（第１及び第２のＯＦＤＭシンボル上のＡ、Ａ、Ａ、Ａ
、Ａ、Ａ、Ａ及びＡ）に配置される。または、アンテナポートのそれぞれに対するＣＳＩ
－ＲＳが周波数領域で拡散され、時間領域では同一信号が伝送されてもよい。
【０１４３】
　上述の実施例において、８個のアンテナポートのために定義されたＣＳＩ－ＲＳパター
ンを、４個のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ、または２個のアンテナポートのため
のＣＳＩ－ＲＳにも同様のパターン（すなわち、同一ＲＥ位置にＣＳＩ－ＲＳが配置され
るパターン）で用いることができる。この場合、８個のアンテナポートのためのＣＳＩ－
ＲＳパターンの全てのＲＥが用いられてもよく、その一部のアンテナポートに対する部分
集合（ｓｕｂｓｅｔ）が用いられてもよい。このような特性を、入れ子（ｎｅｓｔｅｄ）
特性といえる。
【０１４４】
　また、拡張されたＣＰの場合に対するＣＳＩ－ＲＳパターンは、２伝送アンテナのため
のＣＲＳが配置される状況で定義可能である。すなわち、拡張されたＣＰに対して、図６
でＲ２及びＲ３（第３及び第４のアンテナポート）で表示されるＣＲＳパターンは用いず
、Ｒ０及びＲ１（第１及び第２のアンテナポート）で表示されるＣＲＳパターンのみを用
いることを前提として、上述の様々なＣＳＩ－ＲＳパターンを適用することができる。端
末は、既存に定義されたＰＢＣＨから、２アンテナポートを用いる基地局であることが認
知できる。
【０１４５】
　または、端末が、４伝送アンテナを用いる基地局であることをＰＢＣＨから認知する状
況で、図６の１サブフレームの２番目のスロットのＲ２及びＲ３で表示されるＣＲＳは用
いられず、該当のシンボルがＣＳＩ－ＲＳ伝送のためのシンボルとして用いられてもよい
。また、１サブフレームの２番目のスロットのＲ２及びＲ３で表示されるＣＲＳは用いら
れず、該当のＣＲＳのＲＥ位置がＣＳＩ－ＲＳのために再使用されてもよい。
【０１４６】
　実施例４
　本実施例４では、ＣＳＩ－ＲＳのパターンに関する追加的な実施例について説明する。
【０１４７】
　図３９は、ＣＳＩ－ＲＳパターンを決定する上で考慮すべき他の参照信号（ＲＳ）のパ
ターンを示す図である。図３９で、Ｓは、セル－特定参照信号（すなわち、共用参照信号
（ＣＲＳ））を表し、Ｕは、既存のＬＴＥ標準（例えば、ＬＴＥリリーズ８）で定義する
端末－特定参照信号（すなわち、専用参照信号（ＤＲＳ））を表し、Ｄは、ＬＴＥ標準（
例えば、リリーズ９及び１０）で新しく定義する端末－特定参照信号（ＤＲＳ）を表す。
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【０１４８】
　図３９を参照して、１リソース要素（時間上で１サブフレーム×周波数上で１２副搬送
波）上に割り当てられる種々の参照信号の位置を説明する。
【０１４９】
　図３９（ａ）は、一般ＣＰの場合を示す。ＣＲＳ（Ｓ）は、ＯＦＤＭシンボルインデッ
クス０、１、４、７、８及び１１において副搬送波インデックス０、３、６、９上に位置
する。既存ＬＴＥ　ＤＲＳ（Ｕ）は、ＯＦＤＭシンボルインデックス３、６、９、１２に
おいて副搬送波インデックス０、４、８または副搬送波インデックス２、６、１０上に位
置する。ＤＲＳ（Ｄ）は、ＯＦＤＭシンボルインデックス５、６、１２、１３において副
搬送波インデックス０、１、５、６、１０、１１上に位置する。
【０１５０】
　図３９（ｂ）は、拡張されたＣＰの場合を示す。ＣＲＳ（Ｓ）は、ＯＦＤＭシンボルイ
ンデックス０、１、３、６、７、９において副搬送波インデックス０、３、６、９上に位
置する。既存ＬＴＥ　ＤＲＳ（Ｕ）は、ＯＦＤＭシンボルインデックス４、７、１０にお
いて副搬送波インデックス０、３、６、９、または副搬送波インデックス２、５、８、１
１上に位置する。ＤＲＳ（Ｄ）は、ＯＦＤＭシンボルインデックス４、５、１０、１１に
おいて副搬送波インデックス１、２、４、５、６、７、８、１０、１１上に位置する。
【０１５１】
　ＣＳＩ－ＲＳは、８伝送アンテナ、４伝送アンテナ、２伝送アンテナのために定義でき
る。４伝送アンテナ及び２伝送アンテナのためのＣＳＩ－ＲＳパターンは、８伝送アンテ
ナのためのＣＳＩ－ＲＳパターンの全部または部分集合（ｓｕｂｓｅｔ）と定義できる。
すなわち、入れ子（ｎｅｓｔｅｄ）特性を満たすことができる。
【０１５２】
　ＣＳＩ－ＲＳを配置可能な時間領域上の位置を決定するに当たり、ＣＲＳ、ＤＲＳ（Ｌ
ＴＥリリーズ８、９、１０で定義されるＤＲＳを包括する。すなわち、図３９のＵ及びＤ
）及びＰＤＣＣＨが含まれるＯＦＤＭシンボルを排除することができる。そのため、一般
ＣＰの場合はＯＦＤＭシンボルインデックス１０のみを、拡張されたＣＰの場合はＯＦＤ
Ｍシンボルインデックス８のみをＣＳＩ－ＲＳ割当のために用いることができる。
【０１５３】
　以下では、図４０を参照して、一般ＣＰの場合に、１　ＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシ
ンボルインデックス１０）上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳの周波数領域上の位置につい
て説明する。説明の明確性のために、一般ＣＰの場合のみを挙げて説明するが、図４０に
関する説明は、拡張されたＣＰの場合に１　ＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシンボルインデ
ックス８）上に割り当てられるＣＳＩ－ＲＳの周波数領域上の位置にも同一に適用するこ
とができる。
【０１５４】
　まず、ＦＤＭ方式のＣＳＩ－ＲＳ構造について説明する。ＦＤＭ方式は、２伝送アンテ
ナ、４伝送アンテナまたは８伝送アンテナの場合に、それぞれの伝送アンテナに対するＣ
ＳＩ－ＲＳを周波数リソースを用いて区別する方式である。８個のアンテナを支援するた
めの構造は、８個のＲＥに連続して配置される構造（図４０（ａ）のパターン１）、連続
した２個のＲＥ単位が一定間隔をおいて配置される構造（図４０（ａ）のパターン２）、
連続した４個のＲＥに配置され、これと一定間隔をおいて連続した４個ＲＥに配置される
構造（図４０（ａ）のパターン３）などを考慮することができる。連続した８個のＲＥに
配置される場合に、各ＲＥに１個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳを対応させるこ
とができる。
【０１５５】
　次に、ＣＤＭ－ＦＤＭ方式のＣＳＩ－ＲＳ構造について説明する。８個のＲＥのうちの
２個のＲＥが対（ｐａｉｒ）をなす。すなわち、Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄがそれ
ぞれ対をなす。一つの対に対して長さ２の直交コードを割り当て、２個のアンテナポート
を区別できる。この場合、それぞれの対を互いに区別するために周波数リソースを用いる
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ことができる。一つの対をなす２個のＲＥが任意の間隔を有する場合に対するＣＳＩ－Ｒ
Ｓ構造として、図４０（ｂ）のパターン１乃至３を考慮できる。または、一つの対をなす
２個のＲＥが連続した副搬送波上に位置する場合に対するＣＳＩ－ＲＳ構造として、図４
０（ｃ）のパターン１乃至３を考慮できる。
【０１５６】
　図４０に示すＣＳＩ－ＲＳの表示子Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、アンテナポート（アンテナポ
ート０乃至７）またはアンテナポートグループを指示するものであり、その例示的な対応
関係は表１のようである。ただし、表１に例示した対応関係に制限されるものではなく、
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが任意の順序に変更されてアンテナポートまたはアンテナポートグループ
に対応されてもよい。
【０１５７】
【表１】

　一方、ＣＳＩ－ＲＳを配置可能な時間領域上の位置を決定するに当たり、ＣＲＳ、ＤＲ
Ｓ（ＬＴＥリリーズ９、１０で定義されるＤＲＳ、すなわち、図３９のＤ）及びＰＤＣＣ
Ｈの含まれるＯＦＤＭシンボルを排除することができる。すなわち、図４０と関連して前
述した実施例とは違い、既存ＬＴＥで定義されるＤＲＳ（図３９のＵ）の位置するＯＦＤ
Ｍシンボル上にＣＳＩ－ＲＳが配置されるパターンを考慮できる。そのため、一般ＣＰの
場合は、ＯＦＤＭシンボルインデックス３、９、１０をＣＳＩ－ＲＳ割当のために用いる
ことができる。
【０１５８】
　図４１を参照して一般ＣＰの場合におけるＣＳＩ－ＲＳパターンについて説明する。Ｃ
ＳＩ－ＲＳは、ＯＦＤＭシンボルインデックス９及び１０上に位置できる。ＣＳＩ－ＲＳ
は、周波数上では２副搬送波間隔で、６個の副搬送波上に位置できる。この場合、既存Ｌ
ＴＥシステムで定義されたＤＲＳ（Ｕ）が存在する副搬送波位置（副搬送波インデックス
０、４、８）にはＣＳＩ－ＲＳが配置されてもよい。すなわち、図４１（ａ）のようなパ
ターンでＣＳＩ－ＲＳが２　ＯＦＤＭシンボル上で１２ＲＥ上に配置されることが可能で
ある。
【０１５９】
　図４１（ａ）で８個のアンテナポートのチャネルに対するＣＳＩ－ＲＳを区別するため
には、８個の区別されるリソース（時間、周波数及び／またはコードリソース）を用いな
ければならない。２個の区別される時間リソース、６個の区別される周波数リソース、及
び直交コードを用いて８個のアンテナポートを多重化できる。例えば、隣接している時間
リソース（隣接しているＯＦＤＭシンボル）に直交コードを割り当てて２個のアンテナポ
ートを区別し、４個の直交周波数リソースを割り当てて総８個のアンテナポートを区別で
きる。この場合に、図４１（ａ）に示す６個の周波数リソースのうち任意の４個の周波数
リソースを選択することができる。６個から任意の４個を選択する場合の数は、３６０通
り（６ｐ４＝３６０）であり、このうち、３個のセルのために３つのパターンを用いるこ
とができる。すなわち、３個のセルでそれぞれのセルごとに周波数シフトしたパターンを
用いるように設定できる。
【０１６０】
　図４１（ｂ）には、４個の周波数リソース、２個の時間リソース、２個の直交コードリ
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ソースを用いてＣＳＩ－ＲＳを多重化する一例を示す。図４１（ｂ）において、Ａ－Ａ位
置には直交コードを用いて２個のアンテナポートを区別することができる。図４１（ｂ）
のパターン１乃至３は、２副搬送波間隔で周波数シフトした例である。それぞれのパター
ンは、種々の基準に基づいて選択されて用いられるとよい。例えば、時間によって一つの
パターンを選択することができる。
【０１６１】
　図４１（ｃ）乃至図４１（ｅ）は、６個の周波数リソースから４個を選択する種々の変
形例を示す図である。図４１（ｃ）乃至図４１（ｅ）の実施例のそれぞれにおいて、周波
数シフトした３通りのパターンを定義でき、それぞれのパターンは、種々の基準によって
選択されるとよい。
【０１６２】
　一方、ＣＳＩ－ＲＳの位置を決定するに当たり、ＤＲＳ（ＬＴＥリリーズ８、９、１０
で定義されるＤＲＳを包括する。すなわち、図３９のＵ及びＤ）の位置しているＯＦＤＭ
シンボルにおいて、ＤＲＳの位置以外の残りＲＥにＣＳＩ－ＲＳを配置することを考慮す
ることができる。そのため、一般ＣＰの場合は、ＯＦＤＭシンボルインデックス３、５、
６、９、１０、１２及び１３が用いられることが可能である。ＯＦＤＭシンボルインデッ
クス９及び１０にＣＳＩ－ＲＳを配置することは、前述した実施例で説明したので、以下
では、一般ＣＰの場合に、ＤＲＳ（Ｄ）の位置するＯＦＤＭシンボルインデックス５、６
、１２及び１３にＣＳＩ－ＲＳが配置される場合について説明する。
【０１６３】
　図４２（ａ）には、既存ＬＴＥ標準（ＬＴＥリリーズ８）で定義されるＤＲＳ（図３９
のＵ）の周波数シフト（Ｖｓｈｉｆｔ）によるＣＳＩ－ＲＳパターンを示す。ＤＲＳ（Ｕ
）は、セル識別子（Ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基づいて０、１または２副搬送波だけ周波数シフ
トする。一方、ＬＴＥリリーズ９、１０で定義するＤＲＳ（すなわち、図３９のＤ）の位
置は固定される。
【０１６４】
　ＣＳＩ－ＲＳは、ＤＲＳ（Ｄ）の配置されるＯＦＤＭシンボル内に位置するが、ＤＲＳ
（Ｕ及びＤ）の配置される周波数位置以外のＲＥに配置することができる。ＣＤＭを考慮
して、隣接している２　ＯＦＤＭシンボルを対としてＣＳＩ－ＲＳを構成できる。この場
合、１　ＯＦＤＭシンボルでは２個または４個の周波数位置を選択することができる。
【０１６５】
　１　ＯＦＤＭシンボルにおいて２個の周波数位置が選択される場合に、ＯＦＤＭシンボ
ルインデックス５、６、１２及び１３でそれぞれ２個ずつの周波数位置にＣＳＩ－ＲＳが
配置され、図４２（ｂ）にその一例を示す。図４３（ａ）及び４３（ｂ）は、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓパターンにおいて周波数位置を異ならせた変形例である。
【０１６６】
　ＣＳＩ－ＲＳの配置のために１　ＯＦＤＭシンボルから２個の周波数位置が選択される
場合、総４個のＯＦＤＭシンボルがＣＳＩ－ＲＳパターンのために用いられる。この場合
、ＣＳＩ－ＲＳパターンに従って設定されるＲＥにマッピングされるアンテナポートは、
任意の周波数単位に変更可能である。例えば、奇数番号を有するリソースブロックでは、
前から２　ＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシンボルインデックス５及び６）にアンテナポー
ト０、１、２、３がマッピングされ、後から２　ＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシンボルイ
ンデックス１２及び１３）にアンテナポート４、５、６、７がマッピングされることが可
能である。また、偶数番号を有するリソースブロックでは、前から２　ＯＦＤＭシンボル
（ＯＦＤＭシンボルインデックス５及び６）にアンテナポート４、５、６、７がマッピン
グされ、後から２　ＯＦＤＭシンボル（ＯＦＤＭシンボルインデックス１２及び１３）に
アンテナポート０、１、２、３がマッピングされることが可能である。ただし、マッピン
グされるアンテナポートインデックスとアンテナポートがスワップ（ｓｗａｐ）する周波
数単位は例示的なもので、他の方式のアンテナポートマッピング関係及びスワップする周
波数単位にしてもよい。
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【０１６７】
　１　ＯＦＤＭシンボルから４個の周波数位置が選択される場合、ＯＦＤＭシンボル５及
び６にＣＳＩ－ＲＳが配置される実施例は、図４４（ａ）の通りである。１　ＯＦＤＭシ
ンボルから４個の周波数位置が選択される場合、ＯＦＤＭシンボル１２及び１３にＣＳＩ
－ＲＳが配置される実施例は、図４４（ｂ）の通りである。
【０１６８】
　上述の実施例において、ＡＡ、ＢＢ、ＣＣそしてＤＤは、直交コードが適用される単位
を意味する。直交コードにはウォルシュコードなどを用いることができる。アンテナポー
トまたはアンテナポートグループは、図中のＡ乃至Ｄにマッピングできる。８伝送アンテ
ナ、４伝送アンテナ、２伝送アンテナの場合に、マッピング関係は、前述の表１に従うと
よい。
【０１６９】
　また、上述の実施例において、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳと同様の方式で周波数シフト可
能である。すなわち、ＣＳＩ－ＲＳはセル別に周波数シフト可能である。
【０１７０】
　次に、拡張されたＣＰの場合におけるＣＳＩ－ＲＳ位置について説明する。
【０１７１】
　ＣＳＩ－ＲＳを配置可能な時間領域上の位置を決定するに当たり、ＣＲＳ、ＤＲＳ（Ｌ
ＴＥリリーズ９、１０で定義されるＤＲＳ、すなわち、図３９のＤ）及びＰＤＣＣＨの含
まれるＯＦＤＭシンボルを排除するとすれば、拡張されたＣＰの場合は、ＯＦＤＭシンボ
ルインデックス８のみをＣＳＩ－ＲＳ割当のために用いることができる。連続する２　Ｏ
ＦＤＭシンボル上でＣＳＩ－ＲＳを配置するためにＯＦＤＭシンボルインデックス７及び
８を用いることができる。
【０１７２】
　図４５（ａ）には、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８を用いる場合にＣＳＩ－Ｒ
Ｓが配置されるパターンを示す。ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳまたはＤＲＳ（Ｕ）が位置しな
いＲＥに配置することができる。ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳ及びＬＴＥリリーズ８で定義さ
れるＤＲＳ（Ｕ）のようにセル別に周波数シフトできる。図４５（ａ）のＡ乃至Ｄにはア
ンテナポートまたはアンテナポートグループをマッピングでき、その対応関係は、前述し
た表１に従うとよい。
【０１７３】
　または、拡張されたＣＰの場合に、ＣＲＳが支援する伝送アンテナ個数を２に制限（ｒ
ｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ）し、２伝送アンテナのためのＣＲＳ（図６のＲ０、Ｒ１）のみが
割り当てられるとすることもできる。この場合、ＣＲＳ（図６のＲ２、Ｒ３）の割り当て
られるＲＥを再使用してＣＳＩ－ＲＳが割り当てられてもよい。
【０１７４】
　一方、ＣＳＩ－ＲＳの位置を決定するに当たり、ＤＲＳ（ＬＴＥリリーズ８、９、１０
で定義されるＤＲＳを包括する。すなわち、図３９のＵ及びＤ）の位置しているＯＦＤＭ
シンボルにＣＳＩ－ＲＳを配置することを考慮することができる。そのため、拡張された
ＣＰの場合に、ＯＦＤＭシンボルインデックス４、５、１０及び１１を用いることができ
る。
【０１７５】
　ＯＦＤＭシンボルインデックス４、５、１０及び１１のうちの２個または４個のＯＦＤ
ＭシンボルをＣＳＩ－ＲＳ割当のために用いることができる。
【０１７６】
　２個のＯＦＤＭシンボルが選択される場合、各１　ＯＦＤＭシンボルで４個の周波数位
置にＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。図４５（ｂ）は、ＯＦＤＭシンボルインデッ
クス４及び５が選択される場合を、図４５（ｃ）は、ＯＦＤＭシンボルインデックス１０
及び１１が選択される場合を示している。図４５（ｂ）及び図４５（ｃ）において、１　
ＯＦＤＭシンボルにおいて４個の周波数位置がＣＳＩ－ＲＳのために割り当てられ、その
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間隔は２副搬送波に設定することができる。図４５（ｂ）及び（ｃ）のＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンは、１副搬送波だけ周波数シフトできる。周波数シフトしたＣＳＩ－ＲＳパターンは
、セル別に用いられることが可能である。ただし、図４５（ｂ）及び（ｃ）のそれぞれの
場合においてＤＲＳ（Ｄ）伝送が要求されるので、周波数シフトしたパターンは２種類の
み用いられるように制限し、少なくともＤＲＳが１　ＯＦＤＭシンボルにおいて４周波数
位置以上で伝送されるようにすることができる。
【０１７７】
　４個のＯＦＤＭシンボルが選択される場合、１　ＯＦＤＭシンボルで２個の周波数位置
にＣＳＩ－ＲＳを配置することができる。図４５（ｄ）は、ＯＦＤＭシンボルインデック
ス４、５、１０及び１１におけるＣＳＩ－ＲＳパターンの一例を示し、図４５（ｅ）は、
図４５（ｄ）におけるパターンが周波数シフトした実施例を示している。
【０１７８】
　図４５において、アンテナポートまたはアンテナポートグループは、図中のＡ乃至Ｄに
マッピングできる。８伝送アンテナ、４伝送アンテナ、２伝送アンテナの場合に、マッピ
ング関係は、前述の表１に従うとよい。
【０１７９】
　実施例５
　本実施例５では、上述の実施例１乃至４に適用可能なＣＳＩ－ＲＳパターンの具体的な
例について説明する。
【０１８０】
　図４６（ａ）では、２　ＯＦＤＭシンボル上でＣＳＩ－ＲＳが総８ＲＥに配置される例
を示している。ＣＳＩ－ＲＳのための８個のＲＥを、２　ＯＦＤＭシンボル上で、各ＯＦ
ＤＭシンボルに４個のＲＥずつ配置することができる。１　ＯＦＤＭシンボル上の４個の
ＲＥは、２個の連続するＲＥを配置し、４副搬送波だけ離隔して残り２個の連続するＲＥ
を配置することができる。
【０１８１】
　デューティサイクル１でＣＳＩ－ＲＳが伝送される場合に、１　サブフレーム内に８伝
送アンテナに対するＣＳＩ－ＲＳを全部割り当てることがある。アンテナポートインデッ
クス０乃至７に対するＣＳＩ－ＲＳが伝送される場合に、例えば、図４６（ａ）のＣＳＩ
－ＲＳ１には、アンテナポートインデックス０及び１がＣＤＭ－Ｔ方式で割り当てられ、
ＣＳＩ－ＲＳ２には、アンテナポートインデックス２及び３がＣＤＭ－Ｔ方式で割り当て
られ、ＣＳＩ－ＲＳ３には、アンテナポートインデックス４及び５がＣＤＭ－Ｔ方式で割
り当てられ、ＣＳＩ－ＲＳ４には、アンテナポートインデックス６及び７がＣＤＭ－Ｔ方
式で割り当てられることが可能である。
【０１８２】
　また、図４６（ｂ）及び（ｃ）に示すように、図４６（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンは
周波数シフト可能である。これを、図４６（ａ）のようなＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数
位置の始点がオフセットによって移動可能であるとも表現することができる。例えば、こ
のようなオフセット値は、１乃至８副搬送波の値を有することができ、セルまたはセルグ
ループ別に決定されるとよい。図４６（ｂ）は、４６（ａ）の例示から、及び４６（ｃ）
は４６（ｂ）の例示から２副搬送波だけ周波数シフトすることを示す図である。
【０１８３】
　また、ＣＳＩ－ＲＳパターンは、セル－特定周波数シフト値を有することができる。例
えば、セル－特定周波数シフト値は２副搬送波でよい。すなわち、３個のセルでＣＳＩ－
ＲＳの周波数位置が同一ＯＦＤＭシンボル上で互いに重ならないように配置できる。例え
ば、第１のセルは図４６（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンを用い、第２のセルは図４６（ｂ
）のＣＳＩ－ＲＳパターンを用い、第３のセルは図４６（ｃ）のＣＳＩ－ＲＳパターンを
用いることができる。
【０１８４】
　一方、図４６（ａ）に示すＣＳＩ－ＲＳパターンが割り当てられるＯＦＤＭシンボルは
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、前述の実施例で説明した様々な時間位置に対応することができる。例えば、図４６（ａ
）ＣＳＩ－ＲＳパターンが割り当てられるＯＦＤＭシンボルは、一般ＣＰの場合に、ＯＦ
ＤＭシンボルインデックス９及び１０に割り当てられてもよく（図４７（ａ））、一般Ｃ
Ｐの場合に、ＯＦＤＭシンボルインデックス８及び１０に割り当てられてもよい（図４７
（ｂ））。前述したように、図４７のＣＳＩ－ＲＳパターンが２副搬送波間隔で周波数シ
フトしたＣＳＩ－ＲＳパターンは、他のセルで用いられてもよく、３個のセルでＣＳＩ－
ＲＳパターンが重ならないように用いられればよい。
【０１８５】
　次に、図４８（ａ）では、２　ＯＦＤＭシンボル上でＣＳＩ－ＲＳが総８ＲＥに配置さ
れる他の例を示す。ＣＳＩ－ＲＳのための８個のＲＥを、２　ＯＦＤＭシンボル上で、各
ＯＦＤＭシンボルに４個のＲＥずつ配置することができる。１　ＯＦＤＭシンボル上の４
個のＲＥはそれぞれ、２副搬送波だけ離隔して配置することができる。
【０１８６】
　デューティサイクル１でＣＳＩ－ＲＳが伝送される場合、１　サブフレーム内に８伝送
アンテナに対するＣＳＩ－ＲＳを全部割り当てることができる。アンテナポートインデッ
クス０乃至７に対するＣＳＩ－ＲＳが伝送される場合に、例えば、図４６（ａ）のＣＳＩ
－ＲＳ１にはアンテナポートインデックス０及び１がＣＤＭ－Ｔ方式で割り当てられ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ２にはアンテナポートインデックス２及び３がＣＤＭ－Ｔ方式で割り当てられ
、ＣＳＩ－ＲＳ３にはアンテナポートインデックス４及び５がＣＤＭ－Ｔ方式で割り当て
られ、ＣＳＩ－ＲＳ４にはアンテナポートインデックス６及び７がＣＤＭ－Ｔ方式で割り
当てられることが可能である。
【０１８７】
　また、図４８（ｂ）及び（ｃ）に示すように、図４８（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンは
周波数シフト可能である。これを、図４８（ａ）のようなＣＳＩ－ＲＳパターンの周波数
位置の始点がオフセットによって移動可能であるとも表現できる。例えば、このようなオ
フセット値は、１乃至８副搬送波の値を有することができ、セルまたはセルグループ別に
決定されるとよい。図４８（ｂ）は図４８（ａ）の例示から、及び４８（ｃ）は図４８（
ｂ）の例示から１副搬送波だけ周波数シフトすることを示している。
【０１８８】
　また、ＣＳＩ－ＲＳパターンは、セル－特定周波数シフト値を有することができる。例
えば、セル－特定周波数シフト値は１副搬送波でよい。すなわち、３個のセルでＣＳＩ－
ＲＳの周波数位置が同一ＯＦＤＭシンボル上で互いに重ならないように配置できる。例え
ば、第１のセルは図４８（ａ）のＣＳＩ－ＲＳパターンを用い、第２のセルは図４８（ｂ
）のＣＳＩ－ＲＳパターンを用い、第３のセルは図４８（ｃ）のＣＳＩ－ＲＳパターンを
用いることができる。
【０１８９】
　一方、図４８（ａ）に示すＣＳＩ－ＲＳパターンの割り当てられるＯＦＤＭシンボルは
、上述の実施例で説明した様々な時間位置に対応することができる。例えば、図４６（ａ
）ＣＳＩ－ＲＳパターンが割り当てられるＯＦＤＭシンボルは、拡張されたＣＰの場合に
、ＯＦＤＭシンボルインデックス７及び８に割り当てられることが可能である（図４９）
。前述したように、図４８のＣＳＩ－ＲＳパターンが周波数シフトしたＣＳＩ－ＲＳパタ
ーンは、他のセルで用いられてもよく、３個のセルでＣＳＩ－ＲＳパターンが重ならない
ように用いられればよい。
【０１９０】
　図５０は、本発明に係る基地局装置及び端末装置を含む無線通信システムの好適な実施
例の構成を示す図である。
【０１９１】
　基地局装置（ｅＮＢ）５０１０は、受信モジュール５０１１、伝送モジュール５０１２
、プロセッサ５０１３、メモリー５０１４及びアンテナ５０１５を含むことができる。受
信モジュール５０１１は、各種の信号、データ、情報などを端末などから受信することが
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できる。伝送モジュール５０１２は、各種の信号、データ、情報などを端末などに伝送す
ることができる。プロセッサ０１３は、受信モジュール５０１１、伝送モジュール５０１
２、メモリー５０１４及びアンテナ５０１５を含む基地局装置５０１０の全般動作を制御
するように構成できる。アンテナ５０１５は、複数個のアンテナで構成することができる
。
【０１９２】
　プロセッサ５０１３は、一般ＣＰの構成を有するダウンリンクサブフレームのデータ領
域上に、８以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
所定のパターンに従ってマッピングし、この８以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－Ｒ
Ｓがマッピングされているダウンリンクサブフレームを伝送するように制御できる。
【０１９３】
　プロセッサ５０１３は、その他にも、端末装置が受信した情報、外部に伝送する情報な
どを演算処理する機能を果たし、メモリー５０１４は、演算処理された情報などを所定時
間記憶することができ、バッファー（図示せず）などの構成要素に代替可能である。
【０１９４】
　一方、端末装置（ＵＥ）５０２０は、受信モジュール５０２１、伝送モジュール５０２
２、プロセッサ５０２３及びメモリー５０２４を含むことができる。受信モジュール５０
２１は、各種の信号、データ、情報などを基地局などから受信することができる。伝送モ
ジュール５０２２は、各種の信号、データ、情報などを基地局などに伝送することができ
る。プロセッサ５０２３は、受信モジュール５０２１、伝送モジュール５０２２、メモリ
ー５０２４及びアンテナ５０２５を含む端末装置５０２０の全般動作を制御するように構
成できる。アンテナ５０２５は、複数個のアンテナで構成できる。
【０１９５】
　プロセッサ５０２３は、一般ＣＰ構成を有するダウンリンクサブフレームのデータ領域
上で所定のパターンに従ってマッピングされた、８以下のアンテナポートに対するチャネ
ル状態情報参照信号を受信し、該チャネル状態情報参照信号を用いてチャネルを推定する
ように制御できる。
【０１９６】
　プロセッサ５０３３は、その他にも、端末装置が受信した情報、外部に伝送する情報な
どを演算処理する機能を果たし、メモリー５０３４は、演算処理された情報などを所定時
間記憶することができ、バッファー（図示せず）などの構成要素に代替可能である。
【０１９７】
　基地局装置５０１０からＣＳＩ－ＲＳを伝送し、これを端末装置５０２０で受信してチ
ャネルを推定するに当たって共通に適用される事項について説明する。
【０１９８】
　ＣＳＩ－ＲＳのマッピングされる所定のパターンはあらかじめ決定されて、基地局装置
５０１０及び端末装置５０２０で共有することができる。この所定のパターンは、８以下
のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、ダウンリンクサブフレームのデータ領域上の
２　ＯＦＤＭシンボル上にマッピングされ、この２　ＯＦＤＭシンボルのいずれか一ＯＦ
ＤＭシンボルで４個の副搬送波位置のうちの一つ以上にマッピングされると定義できる。
該所定のパターンで定義する４個の副搬送波位置は、連続する２個の副搬送波位置及び４
副搬送波だけ離隔している他の連続する２副搬送波位置でよい（図４７参照）。
【０１９９】
　また、プロセッサがＣＳＩ－ＲＳを所定のパターンに従ってマッピングするに当たって
、２　ＯＦＤＭシンボルは、ＯＦＤＭシンボルインデックス５及び６、ＯＦＤＭシンボル
インデックス９及び１０、ＯＦＤＭシンボルインデックス１２及び１３、またはＯＦＤＭ
シンボルインデックス８及び１０でよい。また、この２　ＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭシ
ンボルインデックス５及び６、またはＯＦＤＭシンボルインデックス１２及び１３の場合
に、４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス２、３、８及び９であり、２　ＯＦＤ
ＭシンボルがＯＦＤＭシンボルインデックス９及び１０、またはＯＦＤＭシンボルインデ
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ックス８及び１０の場合に、４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、１、６及
び７、副搬送波インデックス２、３、８及び９、または副搬送波インデックス４、５、１
０及び１１でよい（図４４及び４７参照）。
【０２００】
　また、プロセッサがＣＳＩ－ＲＳを所定のパターンに従ってマッピングするに当たり、
４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグループ別に２副搬送波だけシフトされてもよい
（図４６参照）。また、プロセッサがＣＳＩ－ＲＳを所定のパターンに従ってマッピング
するに当たり、ＣＳＩ－ＲＳは２　ＯＦＤＭシンボルにわたって直交コードを用いてコー
ド分割多重化（ＣＤＭ）されてもよい（図４６参照）。また、プロセッサがＣＳＩ－ＲＳ
を所定のパターンに従ってマッピングするに当たり、基地局のアンテナポートの個数が２
または４の場合に、所定のパターンで定義する位置の一部にＣＳＩ－ＲＳがマッピングさ
れてもよい（上記の入れ子（ｎｅｓｔｅｄ）特性）。
【０２０１】
　上記の本発明の実施例は、様々な手段により具現することができる。例えば、本発明の
実施例は、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそ
れらの結合などにより具現することができる。
【０２０２】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、一つまたはそれ以上の
ＡＳＩＣｓ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、
ＤＳＰＤｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）
、ＰＬＤｓ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現することができる
。
【０２０３】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、以上
で説明された機能または動作を行うモジュール、手順または関数などの形態とすることが
できる。ソフトウェアコードはメモリーユニットに記憶し、プロセッサで駆動することが
できる。メモリーユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられて、既に公知の様
々な手段によりプロセッサとデータを授受することができる。
【０２０４】
　以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具
現して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明した
が、当該技術の分野における熟練した当業者には、本発明の領域から逸脱しない範囲内で
本発明を様々に修正及び変更できるということが理解されるであろう。例えば、当業者は
、上記の実施例に記載された各構成を互いに組み合わせる方式で用いることができる。し
たがって、本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに
開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである。
【０２０５】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱することなく、他の特定の形態に具体化
できる。そのため、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈してはならず
、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付した請求項の合理
的解釈により定めなければならず、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明
の範囲に含まれる。本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく
、ここに開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を有するものである
。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない請求項を結合して実施例を構成し
たり、出願後の補正により新しい請求項として含めることができる。
【産業上の利用可能性】
【０２０６】
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　上記の本発明の実施形態は、種々の移動通信システムに適用可能である。

【図３８（ａ）】 【図３８（ｂ）】
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